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令和６年６月19日（水曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和６年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）

○議案第４号 県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例

○議案第８号 職員の特殊勤務手当に関する条

例の一部を改正する条例

○議案第14号 令和６年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）

○報告第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて

○報告事項

・令和５年度宮崎県繰越明許費繰越計算書

○その他報告事項

・宮崎カーフェリー株式会社の令和５年度輸送

実績について

・令和５年度の移住実績について

・宮崎県情報化推進計画の改定について

・みやざき行財政改革プラン（第四期）の取組

状況について

・宮崎県産業廃棄物税条例の見直しについて

・国民保護の取組について

・宮崎国スポ・障スポ開催決定に関する令和６

年度の主なスケジュールについて

・県有主要施設の整備状況について

○閉会中の継続審査について

出席委員（８人）

委 員 長 川 添 博

副 委 員 長 山 口 俊 樹

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 濵 砂 守

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 坂 本 康 郎

委 員 岩 切 達 哉

委 員 黒 岩 保 雄

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 重黒木 清

政 策 調 整 監 田 中 克 尚

総合政策部次長 大 野 正 幸
（政策推進担当）

総合政策部次長
河 野 龍 彦

（県民生活担当）

総 合 政 策 課 長 中 村 智 洋

広 域 連 携 課 長 川 越 勉

秘 書 広 報 課 長 伊 東 浩

広 報 戦 略 室 長 須 波 勇一郎

統 計 調 査 課 長 伊 福 隆 徳

総 合 交 通 課 長 河 村 直 哉

中山間・地域政策課長 濵 川 哲 一

産 業 政 策 課 長 守 部 丈 博

デジタル推進課長 福 崎 寿

生 活 ・ 協 働 ・
森 山 紀 子

男 女 参 画 課 長

交通・地域安全対策監 西 丸 日出男

みやざき文化振興課長 堀 尚 子

人権同和対策課長 中 村 洋 介

総務部

総 務 部 長 吉 村 達 也

危機管理統括監 児 玉 憲 明

総 務 部 次 長
渡 邉 世津子

（総務・市町村担当）

令和６年６月19日(水)
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総 務 部 次 長
串 間 俊 也

（ 財 務 担 当 ）

危機管理局長兼
中 尾 慶一郎

危 機 管 理 課 長

総 務 課 長 今 村 俊 久

人 事 課 長 那 須 隆 輝

行政改革推進室長 池 北 斉

財 政 課 長 池 田 幸 優

財産総合管理課長 徳 松 一 豊

税 務 課 長 蛯 原 真 治

市 町 村 課 長 小 薗 真 二

総務事務センター課長 後 藤 道 洋

消 防 保 安 課 長 羽 田 貴 一

宮崎国スポ・障スポ局

宮崎国スポ・障スポ局長 山 下 栄 次

宮崎国スポ・障スポ局
次 長 兼 長 倉 正 朋
総 務 企 画 課 長

競技・式典課長 佐 藤 純一郎

施 設 調 整 課 長 財 部 孝 志

競技力向上推進課長 横 山 美 和

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 春 田 拓 志

議事課主任主事 上 園 祐 也

ただいまから総務政策常任委員○川添委員長

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。日程案につきましては、配付のとおりであ

りますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○川添委員長

します。

次に、議案第８号「職員の特殊勤務手当に関

する条例の一部を改正する条例」に対する人事

委員会の意見についてであります。

、タブレットの委員協議ホルダー内にある資料

条例案に対する意見についてを御覧ください。

これは、地方公務員法第５条第２項の規定に

基づき、議会から人事委員会に意見を求めた回

答であります。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時３分休憩

午前10時５分再開

委員会を再開いたします。○川添委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

、 。について 総合政策部長の概要説明を求めます

説明に入ります前に、○重黒木総合政策部長

１点、お礼を申し上げます。

５月29日 30日に行いました 国に対する み、 、 「

やざきの提案・要望」につきましては、濵砂議

長にも御同行いただき、県選出国会議員の皆様

。や各省庁への要望活動を行っていただきました

誠にありがとうございました。

今後も、積極的に国への要望活動等を行いま

して、本県が必要とする施策の実現や予算の確

保につなげてまいりたいと思います。

それでは、本日の委員会で御審議いただきま

す議案等につきまして、その概要を御説明いた

します。

委員会資料の２ページを御覧ください。

目次でございます。

今回、総務政策常任委員会で当部からお願い

しております議案につきましては、議案第１号

「 （ ）」令和６年度宮崎県一般会計補正予算 第１号

についての１件でございます。

令和６年６月19日(水)
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予算案の概要につきまして、簡単に御説明い

たします。

資料の３ページを御覧ください。

総合政策部の令和６年度６月補正予算案であ

ります。

表の上段のほう、一般会計の表でございます

けれども、右下の合計額の補正額を御覧くださ

い。

今回お願いしておりますのは、合計で４

億9,636万8,000円の増額補正であります。

これは、後ほど担当課長より説明させますけ

れども、燃料及び物価高騰の影響を受ける事業

者等を支援するためのものでございます。

続きまして、４ページを御覧ください。

債務負担行為についてでございます。

表にあります２つの事業につきまして、追加

をお願いするものであります。

上段の「ＩＣカードシステムエリア拡大支援

事業」につきましては、鉄道におけるＩＣカー

ド利用エリアを拡大するため、宮崎市及び新富

町に支援するものでございます。

下段のほうの「日向新富駅バリアフリー化設

備整備費補助事業」につきましては、高齢者や

障がい者等の移動の円滑化及び安全性を向上す

るため、ＪＲ九州が行います日向新富駅バリア

フリー化整備に対する補助であります。

内容につきましては、後ほど担当課長から説

明させます。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。

２ページの目次にお戻りください。

議案以外の部分でございます。

Ⅱの報告事項でございます 「令和５年度宮崎。

県繰越明許費繰越計算書について」も、後ほど

総合政策課長から説明させていただきます。

Ⅲのその他報告事項でございますけれども、

今回 「宮崎カーフェリー株式会社の輸送実績に、

ついて 、ほか２件を報告させていただきます。」

これらにつきましても、後ほど担当課長のほ

うからそれぞれ説明させます。

次に、議案についての説明を求○川添委員長

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

総合交通課の補正予算に○河村総合交通課長

つきまして、御説明いたします。

。常任委員会資料の５ページ目を御覧ください

総合交通課の補正予算は、左から３列目の補

正額の欄にありますとおり４億8,535万2,000円

の増額補正をお願いしております。

補正後の額は、右から３列目の欄にあります

とおり20億9,722万2,000円となります。

補正の内容につきましては、６ページを御覧

ください。

（事項 「広域交通ネットワーク推進費」の説）

明及び事業名欄にあります 「交通・物流事業者、

燃料高騰等対策事業」について、詳細を次のペ

ージで御説明さしあげます。

資料の７ページ目を御覧ください。

この事業は、令和４年度の６月補正から継続

して実施しているものでございます。交通・物

流事業者に対しまして、過去４回の補正予算に

よる支援を行ってまいりましたが、燃料高騰の

長期化はいまだ経営の大きな負担となったまま

であるため、引き続き支援を行うものでござい

ます。

予算額につきましては４億8,535万2,000円、

財源は、全額重点交付金でございます。

まず、事業の目的でございますが、交通・物

流事業者への燃料高騰に対する負担軽減策を講

じるとともに、価格転嫁等燃料高に対応した経

令和６年６月19日(水)
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営体制の転換を促すことで、本県への交通・物

流網の維持につなげていきたいと考えておりま

す。

次に、事業の概要を御覧ください。

（１）の事業内容でございますが、これまで

の事業と同様に、バス、トラック、フェリー、

ＲＯＲＯ船、タクシー、代行の各事業者に対し

まして、定額を補助し、その期間を11か月分と

しております。

ただし、一昨年度から継続して支援を実施し

ており、一定程度の利用者の回復等も見られる

状況などを勘案し、この事業の出口を見据えま

して、現行の補助単価の５分の３、５分の２、

５分の１と、段階的に縮小するような形で補助

額を算出しております。

（２）の事業の仕組みといたしましては、各

協会、組合経由の補助または県からの直接の補

助という形にしております。

事業期間は、出口を見据えたスキームとさせ

ていただいておりまして、令和６年度の単年度

事業というような形にしております。

続きまして、債務負担行為の追加を２件お願

いしておりますので、こちらについても詳細を

御説明いたします。

資料の８ページ目を御覧ください。

新規事業「ＩＣカードシステムエリア拡大支

援事業」でございます。

債務負担行為の限度額は１億1,700万円で、令

和７年度に執行予定でございます。

財源は、宮崎再生基金と一般財源でございま

す。

まず、事業の目的でございますが、スポーツ

大会や合宿等を行う施設等の最寄り駅にＩＣカ

、ードシステムが利用できる環境を整えることで

受入れ環境のさらなる充実・強化を図るもので

ございます。

事業の概要を御覧ください。

（１）の事業内容と（２）の事業の仕組みで

ございますが、ＪＲ九州に対し、各駅のシステ

ム導入費用の補助を行う市町へ間接補助するも

のでございまして、図にありますとおり、７つ

の駅を対象としております。

補助率は６分の１を基本としておりますが、

、定期的に大規模なイベント等が実施されるなど

多数の利用が見込まれる県有施設の最寄り駅ま

。でについては補助率を２分の１としております

また、県有施設ではございませんが、プロサッ

カーチームのホームスタジアムであり、国民ス

ポーツ大会の会場施設でもございます 「いちご、

宮崎新富サッカー場」の最寄り駅で利用が見込

まれる日向新富駅は補助率を３分の１という形

にしております。

（３）のスケジュールのとおり、約１年半の

工期を経まして、令和７年度の下半期に整備完

了、供用開始予定でございます。事業の期間は

令和７年度までという形にしております。

次に、９ページ目を御覧ください。

新規事業「日向新富駅バリアフリー化設備整

備費補助事業」でございます。

債務負担行為の限度額は4,086万6,000円で、

令和７年度に執行予定でございます。

財源は、一般財源となっております。

まず、事業の目的でございますが、日向新富

駅をバリアフリー化することで、高齢者や障が

、い者等の移動の円滑化及び安全性の向上を進め

誰もが安心して利用できる公共交通の実現を図

るものでございます。

次に、事業の概要を御覧ください。

（１）事業内容と（２）事業の仕組みでござ

いますが、ＪＲ九州が行う日向新富駅のバリア
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フリー化、具体的には、平面通路でございます

、とかスロープの設置を行うものでございますが

。それらに係る費用を補助するものでございます

、 、国 県及び新富町が直接補助を行うものとし

補助率はそれぞれ３分の１としております。

（３）のスケジュールのとおり、約１年半の

工期を経て、令和７年度下半期に整備完了、供

用開始予定でございまして、事業の期間は、令

和７年度までという形にしております。

みやざき文化振興○堀みやざき文化振興課長

課の補正予算について御説明いたします。

資料10ページをお願いいたします。

みやざき文化振興課の補正予算につきまして

は、左から３列目の補正額にありますとお

り1,101万6,000円の増額補正をお願いしており

ます。

補正後の額につきましては、右から３列目

の110億9,805万円となっております。

補正の内容につきましては、11ページを御覧

ください。

（事項）私学振興費の「私立学校生徒寮食緊

急支援事業」でありますが、具体的な内容につ

きましては、12ページの資料で御説明いたしま

す。

12ページを御覧ください。

予算額は1,101万6,000円で、財源は国の重点

交付金であります。

事業の目的ですが、原油価格や物価高騰に直

面する私立学校の生徒寮の食事について、安定

的な提供と学校・保護者の負担軽減を図るため

の支援を行うものです。

事業内容は、私立学校の生徒寮における食材

費及び食事の提供に係る経費に対する補助で、

補助率は10分の10以内、対象は寮を保有してい

る私立の高等学校・中学校であります。

成果指標については、生徒寮における食材費

等への補助を行うことにより、学食の安定的な

運営や保護者の負担軽減の抑制が図られるもの

と考えております。

事業の年度は、令和６年度の単年度でありま

す。

執行部の説明が終了いたしまし○川添委員長

た。

議案について質疑はございませんか。

資料８ページの「ＩＣカードシス○黒岩委員

テムエリア拡大支援事業」ですけれども、今回

の対象駅が４つということでした。１基当た

り5,000万円くらいかかるという話は聞いている

んですが、一般質問でもありましたけれども、

今後、うちもやりたいという市町村が出てきた

場合には、県は補助を出すということになるん

でしょうか。

今回、導入の対象につい○河村総合交通課長

ては、７駅を予定しておりまして、今回、導入

の経緯に至った背景としては、地元自治体とＪ

Ｒが導入について合意を得て、導入が決まった

という形になっております。

現状、ＩＣカードが入っている部分について

も、県としても一定の支援をさせていただいた

ところですし、今後、当然ながら導入の拡大に

ついても、県としても要望してまいりたいと思

います。基本的には、地元自治体とＪＲの調整

といいますか、合意が前提ではございますけれ

ども、具体的な話が来た場合には、具体的な支

援についても検討してまいりたいと思っており

ます。

ということは、地元市町村とＪＲ○黒岩委員

の協議が整って、やることになった場合に県が

補助を出すということですね。分かりました。

それと、導入後のランニングコストについて
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は、地元市町村が全額負担ということになるの

でしょうか。

現状、日々のランニング○河村総合交通課長

コストについては、ＪＲの負担という形で聞い

ております。

あと、９ページの「日向新富駅バ○黒岩委員

リアフリー化設備整備費補助事業」ですが、Ｊ

Ｒの駅ですから、本来はＪＲがやるべきではな

いかという考え方が基本だと思うんですけれど

も、今回、こういう補助を出すことに至った経

緯について教えていただきたいと思います。

国の基本方針の中で、一○河村総合交通課長

定の利用者数以上の駅について、バリアフリー

化を整備することという形で目標が定められて

おります。具体的には、利用者数が１日に3,000

人以上の駅について、そういった国の目標が設

定されているところでございます。

宮崎県内については、その条件に合致する部

分については既に整備済みでございます。それ

以外の部分について、徐々に進めているところ

ではありますが、今回は、国の補助金も使いな

がら、自治体の主導で整備に至ったというよう

な背景がございます。

ＩＣカードシステムについては、○後藤委員

非常にいいと思っています。特に、日向新富駅

は非常ににぎわっているものですから、スポー

ツ界への貢献が期待できるかなと思っておりま

す。

バリアフリー化は地域公共交通において非常

に重要な課題となっており、日向新富駅のバリ

アフリー化は、ありがたい事業です。県内で、

ほかにバリアフリー化の要望等があれば、お聞

かせ願いたいと思います。

現在、山之口駅について○河村総合交通課長

は具体的にバリアフリー化の整備が進められて

おりまして、今年度中にはバリアフリー化され

る予定と聞いております。

それ以外につきまして、私どもが話を聞いて

おりますのは、南延岡駅、高鍋駅、都農駅につ

いて具体的な要望があるというような形で伺っ

ております。それぞれＪＲと具体的に協議を進

、 、めているところで 熟度は様々ではありますが

一定程度話もされているとは聞いております。

先ほど申し上げたとおり、バリアフリー化の

拡大については、県としてもＪＲに対して引き

続き要望していきたいと思っておりますし、今

回の日向新富駅と同様ですけれども、地元自治

体とＪＲで、ある程度方向が決まった際には、

県としての支援も検討していきたいと考えてい

ます。

特に、南延岡駅、高鍋駅、都農駅○後藤委員

などは、特急の停車駅でありますし、乗車数が

ほかに比べて若干多い駅であります。今後、や

はり地域公共交通の場として、ＪＲとの協議を

今後とも進めていただき、ぜひバリアフリー化

実現の方向にお願いしたいという要望でござい

ます。

このＪＲ関係の２つの事業ですけ○丸山委員

れども、ＪＲの言い値になってしまっていて、

ＩＣカードシステムの導入に１台5,000万円かか

るという話でしたが、価格決定が正しいかとい

うのは、県としてはどう判断しているのでしょ

うか。また、バリアフリー化するにも、この金

額が本当に正しいのかというのはどこで判断さ

れているのか、教えていただくとありがたいと

思います。

私どもは、概算の数字と○河村総合交通課長

してこのような額で話を聞いております。

ＩＣカードについては、１駅当たり約5,000万

円の費用がかかるというところです。具体的に
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は、それも細分化されていまして、実際のＩＣ

カードをタッチする改札機の部分と、それ以外

にもシステムの改修費や既存施設の改修費もか

かるところでございます。

概算でいただいているところではありますけ

れども、その価格の妥当性というところは、具

、 、体的な発注や工事の発注の過程で 当然ながら

我々もチェックしていきたいと思っております

し、費用が安く済めば、我々としてもいいとこ

ろでありますので、そこについては今後の発注

の過程でチェックをしていきたいと思っていま

す。

ＪＲは結構価格が高めで、特に専○丸山委員

門業者じゃないと工事できないとかになってし

まっていて、何か閉鎖的な感じがしています。

ＪＲは 「もうやらない」と言ってきたので、利、

用者のために県と市町村が連携しながらやるの

は、利用促進のためにいいことだろうと思って

いますが、税金で新設しますので、この価格が

本当に正しい価格なのかというのはしっかり

チェックできるような、第三者として専門家を

入れないと、県だけでは非常に怪しいのかなと

思っています。

今後、次の市町村が出てきたときに、ここも

やってくれというときに この金額でずっとやっ、

てしまうと、県も市町村ももたないとなってく

る可能性もあると思ってしまうものですから、

ＪＲとの交渉があまりにも弱いのかなと感じま

。「 」 、した 言われたとおり出しますよ ではなくて

もう少し厳しいチェックができる体制を取って

。いただくようにお願いしたいと思っております

特に、ＩＣカードシステ○河村総合交通課長

ムについて、コストの高さというのは本県に限

らず、全国的にも多くの指摘をいただいている

ところでございます。そもそものシステムのセ

キュリティー等のコスト高もあるとは聞いてお

りますけれども、今回の事業発注についても、

発注の仕方を含めて、ＪＲとは議論をしていき

たいと思っていますし、その価格の適正さにつ

いても、チェックしていきたいと思っておりま

す。

今回、これまでと同じようなシス○丸山委員

テムを使うのですが、新しく顔認証が始まった

りしていますので、そういった新しい機能が出

たときに、県や市町村が負担しなくてはいけな

いというように変わる可能性もあるのでしょう

か。

そのときは、ＪＲがこの区間はやりますよと

いうような規定をつくらないと、また県が負担

しないといけないとなってしまうと、何かおか

しな気がします。そのあたりの話合い等はされ

ているものなのでしょうか。

このＩＣカード以外の手○河村総合交通課長

段について、今後の将来の導入や費用負担を含

めて、現時点では具体的な話はしていないとい

う状況でございます。

今回はいいかもしれませんけれど○丸山委員

も、20年後に全部改修しなくてはいけないとき

のことも踏まえて、ＪＲさんとはしっかり協議

を進めていただきたいと思います。できれば、

全部新しいものにするのであれば、ＪＲのほう

で全部やってくださいねというぐらいの交渉は

してほしいと思っています。

まず、燃料高騰対策について○山口副委員長

伺いたいのですが、期間11か月ということで、

具体的にいつからいつが対象なのか、改めて教

えていただけますか。

今までの予算組みで措置○河村総合交通課長

していたのが、令和６年４月分までとなってお

りましたので、具体的には令和６年５月から令
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。和７年３月までの11か月分で想定しております

遡って出すということになろ○山口副委員長

うかと思います。

続いて 「ＩＣカードシステムエリア拡大支援、

事業」についてですが、ＱＲコードでのデジタ

ル切符の実証実験をされていらっしゃったかと

思います。その実証実験の結果が、あまり分か

らないまま、いつの間にかＩＣカードがさっと

来てしまいました。ＩＣカードでいいんですけ

れども、実証実験の結果とか、ほかの駅はどう

、するかというような話もあったと思うんですが

、 、今後 ＩＣカード以外のデジタル切符について

どう考えていらっしゃるのか教えていただけま

すか。

ＪＲで実施している部分○河村総合交通課長

について、具体的な数字は聞いておりませんけ

れども、今後、その結果も踏まえながら、拡大

を含めて検討されるとは聞いております。

足元の全体的な状況を見ますと、ＪＲは基本

的に交通系のＩＣカードをベースに拡大してお

りますし、今回の利用駅拡大は、宮崎駅を中心

としたエリアの拡大という意味で、ＩＣカード

という形になっています。

九州内でも様々な動きがございます。ＪＲで

いいますと、データとしては利用率を開示して

いませんが、例えば、宮崎交通などの話を聞く

と、大体７割ぐらいが交通系のＩＣカードを利

用されているということです。やはり、利用者

数が多いＩＣカードでまず実施していくという

のが、足元の対応としては一番合理的かなと考

えています。

「私立学校生徒寮食緊急支援○山口副委員長

事業」も少しお伺いしたいんですが、これは何

年間か続けていらっしゃる事業というか、毎回

補正予算で出ている事業ということで、調べた

ら出てきているんですが、これまで続けてこら

れた経緯と実績といいますか、支援先からの反

応みたいなものがあれば教えてください。

物価高騰対策とし○堀みやざき文化振興課長

ての緊急支援事業は令和３年度から行っており

まして、この生徒寮食の支援に関しましては令

、 。和４年～６年度で 今年度が３年目となります

それぞれコロナ禍や物価高騰の影響を受けた

生徒たちの健康を守って、保護者の負担を軽減

するためという目的で継続していますが、令和

４年度と令和５年度の学校からの反応としまし

ては、少しこの制度の使いにくさがあったとい

うこともありました。

資料12ページの事業内容の、①対象経費のと

ころ１つ目 「私立学校生徒寮における食材費へ、

の補助」というところです。この食材費への補

助というのは、学校自らが食材を購入して調理

した場合 物価高の影響によって食材費が上がっ、

た、その分を厳密に算出して出してくださいね

。ということで補助をしていた経緯がありました

ところが、やはり生徒寮につきましては、寮

の運営を委託で行っているところも多数ありま

す。そういうところについては、食材費分を厳

密に算出することができないというような声も

ございました。そのため、今回はその改善とし

まして、その下の 「食事の提供に係る経費への、

補助」ということで、寮食提供を業者に委託し

ている場合で、物価高騰によって寮費が上がっ

たということが明確に確認できれば、その分も

補助しましょうということで改善を図り、より

使いやすい制度に変えたところでございます。

これは、基本的に、激変緩和○山口副委員長

措置における物価高騰の緊急対策だと思うんで

、 、すけれども ３年間続けているというところは

果たして緊急なのでしょうか。もちろん、補助
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してあげることは大事だと思います。国庫補助

金を使っていると思いますが、ほかの選択肢っ

て何かなかったのでしょうか。こういう、補填

・支援してあげるためというもので、検討され

たメニューがあれば教えてください。

３年間続けてきた○堀みやざき文化振興課長

ほかのメニューとしまして、光熱費対策という

ことで、電気・ガス料金の値上げに伴う支援も

やってまいりました。今年度は光熱費の支援と

いうものは一旦終わりということで、していな

いところです。委員がおっしゃいますように、

やはり激変緩和という性質のもので、緊急支援

になりますので、継続的に行うものではないと

判断しました。

ただし、物価高はずっと続いており、学校側

の要望としまして、何らかの形で支援をしてほ

しいという声も続けてございました。特に生徒

寮の寮食に関しましては、生徒たちの健康を守

るということと、寮に入っている生徒は、遠方

から入学していますので、保護者からの支援も

届きにくいという実態もございます。そのあた

りを勘案しまして、今年度までは生徒寮食の緊

急支援は行っていこうということで判断したと

ころです。

、 、○山口副委員長 実際に 私立学校の生徒寮は

保護者負担をきちんと価格転嫁して求めている

状況なんでしょうか 「これだけ上がっていて、。

それに対して補助が入っているから、今年はこ

れだけ落ちますよ」というような掲示をされて

いるのか、それとも、この支援事業がなくなっ

た瞬間に、いきなりぽーんと上がるようなこと

が提示の仕方として想定されているのか、その

。あたりは何か把握されているものがありますか

委員がおっしゃっ○堀みやざき文化振興課長

た内容につきましては、正確にはまだ把握をし

ていないところです。しかし、先ほど申し上げ

たとおり、この事業はずっと続けていくもので

、 、はないと考えておりますので 年度の途中でも

そのあたりは学校側とよく話をしまして、この

事業がなくなったときの影響は確認してまいり

たいと考えております。

山口副委員長の質問にも少し関連○坂本委員

するのですが、私立学校の寮食について、現時

点でかなり物価高騰している、食材の値段が上

がっているという中で、事業としては令和４年

度から始まっているということでした。

令和４年以降で、実際に、生徒が負担してい

る給食のお金が、上がっているか上がっていな

。いかという実態は把握していらっしゃいますか

令和４年度、令和○堀みやざき文化振興課長

、５年度のこの支援制度の執行の実態を見ますと

我々が考えていたほどは学校側から申請はな

かったところです。学校側も独自に、安い食材

を入手したり、独自の努力をされているという

実態は我々も感じておりますし、そういった声

も実際にもらっております。そのような自助努

力も始まっていると聞いているところです。

ただ、生徒の寮費が、この物価高騰を受けて

大きく上がったかどうかというところの厳密な

確認はまだしておりません。

令和６年度の制度に関しましては、先ほど申

し上げたとおり、それに、物価高騰の影響を受

けて、食材費高騰に係る分は寮費に転嫁します

よということで上がった場合も、今回はこの支

援が使えるというように、使いやすい制度にい

たしました 補助の申請がありましたら 上がっ。 、

ているところ、上がっていないところ、あるい

は全く変わらないところといったような実態が

正確に把握できるのかなと感じております。今

のところは、まだ正確には把握していないとこ
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ろです。

もう一つ 「ＩＣカードシステムエ○坂本委員 、

リア拡大支援事業」について教えてください。

交通系のＩＣカードを導入して、利便性が上

がるという利点はあると思います。加えて、今

まで切符でやっていたところにＩＣカードを加

えるということで、この区間の利用データを県

の施策に反映させていくとか、活用するような

見込みというのは何かあるんでしょうか。

鉄道の駅という意味でい○河村総合交通課長

いますと、当然ながら、ＪＲが一部の駅につい

て乗降者数の開示をしていない部分もあります

けれども、ある程度の利用者数という意味では

捉えられておりますし、定期利用なのかどうな

のかも含めて、ある程度データは取れていると

思っております。

ＩＣカードだから違ったデータが取れるかと

いうと、そうではないのかなというところはあ

ります。どちらかというと、利用者の利便性向

上という面が強いのかなと考えています。

もう一度 「ＩＣカードシステムエ○黒岩委員 、

リア拡大支援事業」ですが、この供用開始の時

期についてなんですけれども、工期が１年半と

いうところでした。私は素人で、それぐらいか

かるのかどうか分かりませんが、少し長いなと

いう感じがしております。

想定としては、整備が進んだ駅から順次拡大

していくのか、１年半後に同時にスタートして

いくのかというところは、どういう考えなので

しょうか。

やはり半導体不足の影響○河村総合交通課長

を大きく受けているという話も聞いておりまし

て、そういった機器の納入などにかなり時間も

かかるというところと、ＩＣカードの導入は全

国の相互利用のシステムでもありますので、そ

ういったところのプロセスも導入の決定の前に

必要であり、そういったもろもろの手続を踏ま

えてやっていると聞いております。

一斉かどうかについては明確に聞いておりま

せんけれども、基本的に、来年度のキャンプシ

ーズンの前には導入したいという話は聞いてお

ります。

これは要望なんですけれども、例○黒岩委員

えば、この７つの駅のうちの、日向新富駅は少

しカテゴリーが違うという感じもします。やる

と決めた以上は早く導入したほうがいいわけで

すから、協議の中で、順次可能ですよというこ

とであれば、そういう交渉もよろしくお願いし

たいなと思います。

「私立学校生徒寮食緊急支援○山口副委員長

事業」ですが、保護者負担がどれだけ増えてい

るかをまだ把握していないというのは 問題じゃ、

ないかなと思っています。少なくとも最初の時

点 コロナ禍のときは緊急的でいいと思うん─

ですよ。昨年度とかは、どれだけ保護者負担が

抑制されたのかというところをしっかりと把握

しておかないと、今年度、この事業を実施する

根拠が弱い気がします。

昨年度の事業のところで同じ成果指標を上げ

ていると思うんですけれども、保護者負担がど

れだけ抑制されたかというところは、昨年度の

事業内では把握できていないということでいい

ですか。

昨年度の実績です○堀みやざき文化振興課長

けれども、対象校はこの資料の一番下に18校と

書いてありますけれども、実際に利用した学校

は５校のみでございました。

その５校につきましては、上限いっぱいまで

活用していただいて、大変よかったということ

は聞いているんですけれども、それ以外のとこ
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ろの利用がなかったため 全体像がつかめなかっ、

たというところは、我々としても反省してござ

います。早急に、そのあたりの検証はしてまい

りたいと思います。

よかったというのは 感想じゃ○山口副委員長 、

ないですか。具体的に、どれだけ抑制されたか

というところは、その利用していただいた５校

からは何かしらの金額的な数値をもらったりし

ているんですか。

「本来だったら3,000円上げなくちゃいけない

ところが、この制度のおかげで1,000円アップで

済みました」みたいな報告があって、それだっ

たらこの事業は効果があるんだなって分かると

思うんですけれども、そのあたりの何か押さえ

、 。ている数字的なものがあれば 教えてください

御指摘の内容です○堀みやざき文化振興課長

が、具体的な数字というところまでは把握して

いないところです。

５校とも上限いっぱいまで利用されていると

いう実態を考えますと、効果はあったと思いま

すけれども、実態を厳密に数字という形で把握

していなかったというところは反省点としてご

ざいますので、早速、昨年度の状況について確

認をしてまいりたいと思っております。

上限額ってどうやって決めた○山口副委員長

んですか。そのインパクトがどれだけあるのか

というところで上限額を決めていったり、本当

にこの上限額で抑制につながるのかというとこ

ろは、きちんと把握すべきところだと思うんで

すけれども、この上限額はどうやって決めてい

るんですか。

資料12ページの真○堀みやざき文化振興課長

、「 、 」ん中ほどに 上限額 生徒１人当たり6,480円

と書いておりますけれども、１か月１人当たり

の食費を１万8,000円と想定しまして、これに令

和３年度の物価上昇率３％を掛けますと540円と

なることから、１か月１人当たりの食費の上昇

を540円と見ております。これに12か月を掛け

て6,480円、年間の１人当たりの物価上昇の影響

を受ける金額として算出しております。

その物価上昇率分が抑えられ○山口副委員長

るので、そのまま上がることはないと、寮費や

食費が上がらないように、３％ぐらいのインパ

クトがあるようにはしていますということです

ね。１万8,000円はどこから持ってきているんで

すか。

公立学校の寮も同○堀みやざき文化振興課長

様の支援をしているんですけれども、そこと併

せまして今回の制度を構築しております。公立

学校の寮の令和３年度の食費が１か月１人当た

り１万8,000円ということで確認しておりますの

で、この数字を基礎としております。

やはり、続けるのであれば、○山口副委員長

数字的なものであったり、本当に皆さんの想定

する３％の物価高に対応できているのかどうか

というところの検証はやっていただかないとい

けません。もちろん我々も支援してあげたいの

で、強く反対することはないかもしれませんけ

れども、事業構築としては少し粗いような気も

しているので、根拠をしっかり押さえながら続

けていただければと思います。

本当の目的である物価高騰に対する支援がで

きているかどうかというところが、今の状態だ

と少し弱いかなという気がしています。必要が

あれば上げるべきだと思っていますから、しっ

かり検証した上で、また事業を組み立てていた

だければと思います。要望です。

ほかにございませんか。○川添委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、次に、報告○川添委員長
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事項に関する説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

総合政策部の令和５年度○中村総合政策課長

宮崎県繰越明許費繰越計算書について御説明い

たします。

常任委員会資料13ページを御覧ください。

これは、令和４年度から本年度への繰越額の

確定に伴い、今回、御報告を行うものでありま

す。

総合政策部では、表の中ほどにありますとお

り 「トラック事業者物価高騰対策支援事、

業」6,812万4,000円 「消費生活センター施設修、

繕事業」4,225万円 「県立芸術劇場大規模改修、

事業」14億7,331万9,000円余、３事業の合計15

億8,369万3,000円余となっております。

繰越しの理由といたしましては、関係機関と

の調整や工法の検討等に日時を要したことなど

によるものであります。

執行部の説明が終了いたしまし○川添委員長

た。

報告事項について質疑はございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、その他報告○川添委員長

事項に関する説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が終了し

た後にお願いいたします。

常任委員会資料14ページ○河村総合交通課長

を御覧ください。

宮崎カーフェリーの令和５年度の輸送実績に

ついて御報告させていただきます。

令和５年度は、新船２隻体制で通年で運航さ

れた最初の年となっております。新型コロナの

５類移行に伴う社会経済活動の正常化や、物

流2024年問題の対応に伴う海上輸送へのモーダ

ルシフトも寄与し、貨物・旅客の輸送量は前年

度から増加しているところでございます。

具体的には、令和５年度の貨物輸送量は、図

の左側の部分でございますが、トラックで６

万9,076台となっておりまして、前年度比でプラ

ス8,040台、113.2％と増加しております。

コロナ禍前の令和元年度と比較した数字で

は104.1％となっておりまして、貨物量はコロナ

。禍前の水準まで回復している状況でございます

、 、次に 令和５年度の一般旅客でございますが

右の図でございます。令和５年度の実績で12

万4,042人となっておりまして、前年度比でプラ

ス２万9,433人、131.1％と増加しております。

新船において個室を増加させましたので、旅客

定員が旧船の690名から新船で576名に減少して

おり、約８割程度となっていることに留意が必

要ですけれども、令和元年度と比較します

と、93.8％というような状況でございます。

また、足元の状況ですが、令和６年の４月、

５月は、貨物・旅客ともに前年を上回る堅調な

輸送実績であると聞いておりますけれども、引

き続き、関係機関一体となって、カーフェリー

の利用促進に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

なお、令和５年度における宮崎カーフェリー

の決算につきましては、６月下旬の株主総会に

おいて明らかになるものでございまして、その

内容については、７月の総務政策常任委員会で

改めて報告をさせていただきたいと思っており

ます。

委員会資料15ペ○濵川中山間・地域政策課長

ージを御覧ください。

令和５年度の移住実績についてであります。

１、移住実績についてですが、県及び市町村

が移住施策により把握した移住世帯につきまし
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て、世帯数と人数の両方の統計を取り始めた平

成27年度以降の推移を示しております。

グラフの青色が移住世帯、オレンジ色が移住

者の数となっております。令和５年度の県全体

の実績は、グラフの一番右側のとおり、世帯数

が1,877世帯、人数が3,729人と、過去最高の移

住実績となっております。

増加の要因につきましては、新型コロナの５

類移行後も地方回帰の大きな流れが継続してい

ることや、テレワークをはじめとする多様な働

き方や、生活の質にこだわるライフスタイルが

定着していることに加えまして、移住相談への

対応から就職までの一連の流れや、移住支援金

などの個別の施策がうまく連動していることに

よるものと考えております。

さらには、都城市への移住が大きく増加した

ことも影響しているところでございます。

なお、ページ一番下に記載しておりますとお

り、本県では移住の定義を「本人や家族の意思

に基づき、定住することを目的に、県外から県

」 、内に生活の拠点を移すこと としておりまして

勤務先の都合による転勤や進学による転入は除

いております。

次に、16ページを御覧ください。

移住実績の年代別内訳と移住前居住地の地域

別内訳を表しております。

左側が年代別内訳になりますけれども、30代

が610世帯と最も多く、次いで20代の489世帯、

その次が40代の363世帯となっております。

ページ右側の地域別の内訳でございますけれ

ども、九州・沖縄地方からの移住が753世帯と最

も多く、次いで関東地方の558世帯、その次が近

畿地方の303世帯となっております。

令和４年度までの実績においては、関東地方

からの移住が最も多かったところでしたが、令

和５年度につきましては、九州・沖縄地方から

の移住が最も多い状況です。その内訳としては

、 、鹿児島県からの移住が最も多く 次いで福岡県

熊本県の順となっております。

次に、17ページを御覧ください。

令和３～５年度の移住世帯の市町村別内訳を

表しております。

、太枠の令和５年度の欄を御覧いただきますと

都城市が1,034世帯と最も多く、次いで宮崎市

の395世帯、その次が延岡市の103世帯となって

おります。

令和４年度の実績から増減のあった主な市町

村についてですが、都城市の増加につきまして

は、市独自の移住者向けの給付金を創設したこ

とや、保育料、子ども医療費の無償化などの子

育て支援を充実させたことなどによるものであ

ります。

一方で、移住世帯数が減少している市町村も

ございますけれども、移住者の住まいとなり得

る空き家の掘り起こしが追いついていないこと

などが影響しているとのことであります。

、 、以上が 令和５年度の移住実績となりますが

今後とも本県の魅力を発信して、移住促進に取

り組むとともに、市町村と連携しながら定着に

向けた取組にも力を入れてまいります。

宮崎県情報化推進計○福崎デジタル推進課長

画の改定について御説明いたします。

委員会資料18ページを御覧ください。

まず、１の現計画についてであります。

本計画につきましては、本県におけるデジタ

ル化施策の方向性を示すために、令和３年に策

定した計画であります。

現計画では、一番下の施策の柱にありますと

おり 「行政 「暮らしと地域産業 「情報環、 」、 」、

境の整備」の３本柱で施策を進めてまいりまし
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たが、今年度末に計画の終期を迎えることから

改定を実施するものであります。

、 。続きまして ２のこれまでの取組であります

計画の推進にあたり、庁内に宮崎県デジタル

化推進本部と分野別の４部会を設置しまして、

それぞれの部会ごとに行政のデジタル化、県民

生活の利便性向上、農業をはじめとする地域産

業の振興、デジタルに不安のある方への対策な

どの取組を進めてきておりますが、取組を進め

ていく中でも課題が明らかになってきておりま

す。

次のページを御覧ください。

デジタル人材の不足であります。

業務プロセスを理解し、それに適したデジタ

ル技術を用いた業務改革プランが提案できる高

度なデジタル人材、あるいは、デジタル技術を

活用した取組を実際の現場で導入・普及・定着

できる、マネジメントに優れた人材など、こう

いった様々な場面でのデジタル人材が不足して

おります。

また、２点目にありますように、デジタル化

の取組の差であります。

自治体間や企業間に関心や理解に温度差があ

りまして、結果としてデジタル化への取組の差

が生じておるところであります。

これらの課題を踏まえ、次期計画策定では、

４の改定に向けたポイントにありますように、

次の２点を中心に市町村、民間団体と議論を進

めてまいります。

まず、１点目のデジタル人材の育成・確保に

ついては、各分野共通の課題となっております

ので、新たに柱立てをしまして、人材育成・確

保の取組を強力に推進します。

また、２点目につきましては、取組主体を明

確にし、全体的な底上げを図るために、施策の

柱を「行政 「産業 「地域と暮らし」の３つ」、 」、

に再構築し、取組主体を明確にしまして、分野

内での成功事例の横展開やサポート体制の充実

・強化を行うことにより 全体的な底上げを図っ、

てまいります。

20ページを御覧ください。

５の今後の改定スケジュールであります。

今後、市町村及び関係団体と意見交換を行い

まして、９月定例会及び11月定例会で骨子案及

び素案を御報告いたしまして その後 パブリッ、 、

クコメントを経て、令和７年２月定例会で最終

案を御報告して、３月の次期計画を策定する予

定でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○川添委員長

た。

その他報告事項について、質疑はございませ

んか。

御報告ありがとうございました。○岩切委員

移住実績に関してですけれども、都城市の努

力がこの結果をもたらしているというか、相当

に大きな実績をつくっています。

現地で移住者の実情などを聞くと、数か月仕

事を探したけれど見つからないまま、そのまま

どうしようかというような流れがありました。

また 生活保護を受給し始めたという方もいらっ、

しゃるというような話も聞きます。

それは、移住されてきた方々の個別の事情な

のでよろしいのですが、移住されてきた方々の

支援についての実情把握というのは、県として

はどのように進められているのでしょうか。

移住された方の○濵川中山間・地域政策課長

定着に向けた取組というのも非常に大事と認識

しております。

現在、移住者の方々をサポートしてくださる

窓口を設置いただいている市町村も多くあるん
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ですけれども、そういった取組に対して県とし

。て支援するなどの形でサポートをしております

ほかに、移住者の方々の声を聞く機会等も、

なるべく多くつくっていきたいと考えておりま

す。

大きな金額が魅力的に映って移住○岩切委員

を決意された方、隣の曽於市から移ってきた方

とか、いろいろお話も聞きますが、いずれにし

ても、宮崎県の社会動態としてプラスに持って

いく努力を市町村と共にやっていくわけですか

ら、県内外のいろいろな努力を紹介しながら、

移住されてきた方々がしっかり定着していくこ

とに対しては、相当に目配りをしないといけま

せん。

それは県として相当な役割があろうかと思い

ますので、ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。

移住実績についてお聞かせ願いた○後藤委員

いのですが、岩切委員がおっしゃるのは、我々

もよく聞いています都城市の給付金支援制度の

ことでした。

26市町村全ての実績ということで、小さい町

村においては、空き家の掘り起こしが進んでい

ないから増えていないという、原因まではっき

りお示ししていただいているのですが、資料17

ページの市町村別内訳表の一番下段にある「不

明」というのはどういうことでしょうか。

こちらは市町村○濵川中山間・地域政策課長

や、いろいろな相談窓口から受けた数字を集計

、 、しているわけですけれども 移住者によっては

個人情報を明かしたくないと考えておられる方

がいらっしゃいます。そういう方々を不明とい

うことで、計上させていただいております。

給付金対象とかにはならないとい○後藤委員

うことですか。

そうですね。今○濵川中山間・地域政策課長

回の移住実績は、給付金を受けられた方々だけ

ではございません。それ以外の方もいらっしゃ

いますので、移住給付金を受給された方以外で

ある可能性もございます。

生活拠点を移しているわけですよ○後藤委員

ね。個人情報という観点からだけでということ

でよろしいですか。

個人情報の観点○濵川中山間・地域政策課長

からということでよろしいと思います。

宮崎県情報化推進計画の改定○山口副委員長

について伺いたいんですが、先ほどの説明の中

でも 「情報化」という言葉をほとんど使ってい、

なくて 「デジタル化」とか「ＤＸ」などを使っ、

、 、ているんですけれども 計画の名前については

「 」 。このまま 宮崎県情報化推進計画 なんですか

委員御指摘のとおり○福崎デジタル推進課長

でございまして、令和３年度当初は 「デジタル、

化」という言葉自体が何か取っつきにくかった

り、苦手意識があったというところもあり 「情、

報化」という表記で計画がつくられています。

４年たちまして 「デジタル化」という言葉が一、

般化してきているということも踏まえますと、

そろそろ「デジタル化」という言葉に統一して

もいいのかなと個人的に思っています。そのあ

たりも含めて、今年度の改定の中で検討してい

きたいと思っております。

このデジタル化というのが、かな○坂本委員

り幅の広い受け止め方をされるといいますか、

何を指してデジタル化というのかはすごく難し

い問題だと思います。

ここでデジタル化に加えてデジタル人材とい

う言葉が使われていまして、どの程度の方たち

をデジタル人材と考えて、不足している、これ

から増やしていかなきゃいけないと考えておら
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れるのか、教えてください。

デジタル人材といい○福崎デジタル推進課長

ましても、委員御指摘のように、非常に幅が広

いと思っております。

一般的に、行政や民間企業で言われていると

ころは、ＳＥなどの実務に携わる デジタル─

技術を使ってソフトウェアを開発したりする高

度な人材が少なくなっているというところもあ

ります。

国におきましては、そういった人材もしっか

り育てていきましょうというところもあります

が、当然、組織全体でデジタル化を進めていく

ためには、デジタルにある程度理解をしてもら

うというところが大事だと思っています。

ＩＴパスポートなどの国家試験がありますけ

れども、そういったことで底辺を広げていくこ

とも必要になってきます。デジタル社会におい

ては、パソコンやスマートフォンを使いこなし

たりすることなどが入り口になってくるという

ことを踏まえますと、そういった底辺から広げ

ていく人材育成も必要かなと思っているところ

であります。

今の時代 自宅にはパソコンがあっ○坂本委員 、

て、スマートフォンを使っており、かなりの割

合の方がデジタル機器に触れる環境におられる

と思います。しかし、仕事などの環境になると

。なかなか進んでいないという面が見えています

おっしゃったようなデジタル人材の定義でい

うと、そういう方たちはそこそこいらっしゃる

と思うのですが、なかなかそれが職場で反映さ

れていないというのが、パソコンなどの環境を

つくるための費用がかかるということで、なか

なか会社や事業所が用意してくれないというこ

とで、そういう面のほうが実際多いんじゃない

かなというのを感じています。

学校の話で少し具体例を出しますと、学校の

教員のＩＣＴ力がなかなか上がらないという話

が、今回の議会の質問でも出ましたけれども、

学校に行ってみますと 「これはいつの時代のパ、

ソコンですか」というものを使っていて、これ

では、デジタル活用の計画を立てても使う気に

ならないというか、活用されないんじゃないか

なというのをすごく感じるんです。

ですから、人材育成と並行して、そのための

環境整備のためにお金を使っていくということ

を入れていかないと、あまり進まないのかなと

いう印象を強く持っています。そういう面での

デジタル推進をぜひ何か施策として出していた

だきたいと思っています。

、○福崎デジタル推進課長 委員御指摘のとおり

なかなかデジタル環境整備が整っていないとい

うところも、普及には重要な要素であります。

この委員会室にパソコンが持ち込めるように

なったのもつい最近でございますので そういっ、

た環境整備も含めてしっかり取り組んでまいり

たいと思っております。

同じくこのことについてですが、○丸山委員

先日の時事通信の情報として、政府は2026年ま

でにデジタル人材を累計で230万人とすることを

目標に掲げているということが出ているのです

が、既に35万人だったのが2023年度までに51万

人できましたとアンケート調査の報告がされて

います。

、宮崎県ではまだまだ足りてないということは

都市部に集中しすぎて宮崎県は全然進んでいな

いという認識の報告と理解していればよろしい

でしょうか。

、○福崎デジタル推進課長 国の指標を見ますと

例えば、学生向けに大学等で行われるＡＩ教育

のプログラムの認定制度の受講者であるとか、
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社会人向けの経済産業省の所管団体が行う情報

処理技術者試験の受講者、ＤＸ認定制度の人材

育成のプログラムの受講者あるいは厚労省所管

の公的職業訓練施設で行うようなデジタル分野

の訓練科目の受講者をトータルして 昨年度で51、

万人育成しましたという積み上げの話をしてい

るようです。

デジタル社会と言われていますので、皆さん

の興味関心が非常に高まっているんだろうと感

じているところですけれども、受講も都市圏が

半分、地方圏が半分となっています。宮崎県が

どれだけ受講しているというデータはありませ

ん。

決して大都市だけという話ではないんですけ

れども、現場でどれだけ使える人材になってい

るかというところについては、少し時間が必要

なのかなと思っています。現場でしっかり効果

を出すためには多少時間がかかるかもしれませ

んが、こういった人材育成制度、人材プログラ

ムを含めて、積極的に受講をしていただけるよ

う 人材育成についても推進していきたいと思っ、

ております。

ぜひ、地方にデジタル人材が少な○丸山委員

くならないようにお願いします。地方のほうが

そういったニーズも、農業などを含めて多いは

ずですので、本来は早くこちらに代わるものを

やらないといけないと思っています。

、 、今回のこれでは絵に描いた餅であって 結局

デジタル人材が集まらないような感じがありま

す。令和６年度で一応節目になるんですが、今

回、本当にがっと変えてやらないと、おそらく

宮崎県は取り残されてしまうような気がしてい

ます。

絵に描いた餅じゃなくて、本当にできるんだ

と、どう困っているんだというのをしっかり分

かるような形として出してもらわないと、ただ

単に 「各分野に任せましたが、各分野がやらな、

かったから駄目でした」というのではなくて、

本部がしっかりやるということをお願いいたし

ます。

絶対に人が足りないのだから、ここをこうい

うふうに変えなくちゃいけないんだよというの

を 明確に課題を持ってしないといけないと思っ、

ているんですが、何か甘いのかなと感じていま

す。しっかりと取り組んでいただくようにお願

いします。

委員の指摘はごもっ○福崎デジタル推進課長

ともでございます。人材育成は一番の要、基礎

でありますので、県だけではなくて民間も含め

て、人材育成にしっかり取り組んでまいりたい

と思っております。

あと、気になるのは2025年までに○丸山委員

市町村がクラウドでやらなくちゃいけないと決

まっているんですが、ここもかなり厳しい状況

だと聞いています。費用の分担を含めて、国が

しっかり出すと言うけれども、維持管理を含め

て本当に大丈夫なのかとか、このあたりが市町

村が一番悩んでいるところだろうと思っていま

す。

それを県がどのように支援していくのか、国

は本当に支援してくれるのか、本当に人がいな

いものですから、今後、どう進んでいくのか非

常に心配なのですが、そのあたりの状況を含め

て教えていただきたいと思っています。

、○福崎デジタル推進課長 委員御指摘のように

基幹システムの20業務を国が指定するクラウド

に移行する作業を市町村が進めているところで

ございます。市町村によっては、情報担当部署

に十分な人員がいないところもありますので、

市町村のニーズに応じて、県から高度な人材を
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有する企業に委託しまして、きめ細かく市町村

に合った支援体制を組んで、御用聞きのような

形で、積極的に支援をしております。

今のところ、国が示しました令和７年度中の

ガバメントクラウドへの移行については、全市

町村からは「移行できる」という回答を受けて

。 、いるところです 全国各地で行われているため

作業については集中するということも考えます

ので、移行完了までにしっかり作業が完了する

よう、県としても引き続きサポートしてまいり

たいと思っています。

費用面についても、令和７年度中に移行が完

了しなかった場合どうするのかとか、委員が言

われたような不測の事態とか、移行後どうする

んだというところにつきましては、全国共通の

課題ですので、全国知事会も含めて、しっかり

国に対して要望してまいりたいと考えておりま

す。

宮崎県情報化推進計画の改定に関○岩切委員

連してです。

課題として、19ページに取り上げられている

２点があるんですが、デジタル化推進の中で、

新しい犯罪の形がどんどん出てきていることか

ら、巻き込まれ感みたいなものが県民の中に強

くあって、触ると不安だというものが、特に私

どもの年齢以上のところになると強くあるよう

に思います。

そこに対する対策をしっかり行い、現計画に

書かれている安心・安全な形で、デジタル化・

情報化を推進されるということが、もっと明確

になっていく必要があるのではないかと思いま

すので、県民のデジタルに対する不安もぜひ捉

えていただいて、議論いただけるとありがたい

と思っておりますが、いかがでしょうか。

、○福崎デジタル推進課長 政府におきましても

誰一人取り残されないということを、デジタル

化の目標として掲げております。

そういったデジタル化への不安というのは十

分承知しております。システムに関していいま

すと、セキュリティーを厳重にして管理してお

りますので、マイナンバーカードについても、

情報漏洩があることはまずないと思っています

が、不安の解消につきましては、しっかり取り

組んでいきたいと思っております。

移住実績ですけれども、移住で来○黒岩委員

られた方のデータはよく出てくるんですが、こ

の定着率のデータも見たいのですが、そういっ

。たものは取っていらっしゃらないのでしょうか

移住してこられ○濵川中山間・地域政策課長

るときは、県や市町村の移住窓口を通じてとい

うことで、そこでカウントできます。仮に移住

されてきた市町村を去られるというような場合

に、どの窓口にも連絡せずに去られるというケ

ース等もございまして、なかなかその後の定着

、状況を正確に把握するのが難しいということで

データ的なものもございません。

もちろん、移住支援金を活用された方は、あ

る一定の年数その市町村に居住しなければいけ

ないという条件がありますので、その期間内で

あれば把握できますが、それ以外で移住された

、 、方もいらっしゃいますので そういった観点で

なかなか把握は難しい部分でございます。

昨年、特別委員会で県内のある町○黒岩委員

に行きましたが、非常に定着率がよくないとの

ことでした。データを持ち合わせておりません

が、半分近くは出ていっていらっしゃるんだな

という話もあったものですから 定着率にもしっ、

かりとスポットを当てていただき、出ていかれ

た理由についても対策しながら 次は定着もやっ、

ていくんだというところはお願いしたいと思い
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ます。

それともう一点、この移住される方のエリア

についてです。どこから来られるかというとこ

ろを見ると、大体東京都や大阪府辺りが多いの

だろうなと思いますが、実際は九州が多いんで

すね。４割ぐらいが九州内から来ていらっしゃ

るということですから、これに応じた移住相談

のやり方とか、エリアをどこにするかといった

ようなところについて、移住相談会ではどのよ

うな感じでやっていらっしゃるんでしょうか。

移住相談につき○濵川中山間・地域政策課長

ましては、県外の移住窓口を東京都、大阪府、

福岡県にそれぞれ設けておりまして、それぞれ

で日頃から相談に応じています。また、相談会

につきましても 東京都 大阪府 福岡県といっ、 、 、

たようなところで開催している状況でございま

す。

鹿児島県が結構多いことに少し○黒岩委員

びっくりしましたが、隣県もまだまだチャンス

があるのかなと思っておりますので、そういっ

た機会をつくっていただいて、数字を伸ばして

いただきたいと思います。

あと、一般質問もしましたが、シニアの取組

のほうもよろしくお願いします。

カーフェリーの輸送実績のことで○丸山委員

お伺いします。

貨物のほうも、年間に大体65,000～66,000台

は乗らないと経営がうまくいかないということ

でしたが、これを超しているからいいと思って

います。

搭乗率は恐らく春は結構多くて夏が少ないと

、 、か いろんな問題点があったと思っていますが

。どういう状況と理解したらよろしいでしょうか

具体的なパーセンテージ○河村総合交通課長

という意味では、宮崎カーフェリー株式会社か

ら開示されていませんけれども、やはり全体的

なトレンドとしては、冬場の農産物の宮崎県か

。 、らの輸送が多くなってきております そのため

全体的には夏場が冬場に比べると比較的抑えら

れている状況になっています。

さらに、ほかの目線から見ると、季節変動で

はないんですが、下りがやはり弱いというのは

引き続き続いています。我々としても全体的な

モーダルシフトを推進する支援策や、下りにつ

いても、宮崎カーフェリー株式会社が割引でき

るような支援策も持っていますので、そういっ

たところで足りない部分をフォローしていきた

いとは思っています。

トラックや旅客についての数値評価ですけれ

ども、基本的に、もともとの計画の輸送量より

は大きい数字とはなっていますので、数字自体

は順調に推移していると思っております。

帰り荷の対策も含めて補正予算も○丸山委員

昨年から組んで、調査・対策をしますというこ

とで事業をつくったんですが、具体的にはどれ

くらいの効果があったと理解すればよろしいで

しょうか。

、○河村総合交通課長 新しい契約といいますか

事業者が参入しているという話は聞いています

し、それが実際にこの数字に表れているという

ような状況だとは聞いております。

実際、下り荷はまだまだ運ぶもの自体のニー

ズが厳しいところもあって、空荷のまま、その

まま下り荷として運ぶのも一定の割合があると

聞いております。やはりそこの需要の掘り起こ

しといいますか、そういったところも併せてや

る必要があるのかなと思っております。

今月末に具体的な収支が出てくる○丸山委員

と思いますが、ぜひ各月ごとの搭乗率なり、ま

、 、た帰り荷がどれだけあったとか 補助を入れて
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帰り荷対策を行った結果、どういったところが

伸びていたとか、どういうのが足りないとかと

いう具体的なことを報告もしていただきたいと

思っています。

そうしないと、カーフェリーの新船について

はかなり県議会で議論をしましたので、宮崎カ

ーフェリー株式会社にもしっかり報告していた

だくよう、お伝えしていただくとありがたいと

思っております。

ほかにございませんか。○川添委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、その他で何○川添委員長

かございませんか。

建設中の（仮称）新宮崎県プール○岩切委員

の敷地内の放送局などの所管は総合政策部でよ

ろしいんですか。

準備されている放送局や大学、メディカル・

飲食モールは順調なのでしょうか。あまり情報

が入ってこないものですから、プールの完成に

合わせて、同じ時期に完成するという見通しで

よろしいでしょうか。

現在、プールの進捗状況○中村総合政策課長

については、今のところ予定どおり工事のほう

は進捗していると把握しております。

プールの敷地内にある放送局など○岩切委員

についてです。

高等教育機関を管理して○守部産業政策課長

おりますので、大学の部分についてだけ御説明

させていただきます。

宮崎大学のサテライトキャンパスが錦町にで

きることになっていますけれども、来年の７月

に供用開始する予定で準備を進めております。

ＭＲＴの関係で私どもが○須波広報戦略室長

把握している情報ですけれども、今年の９月に

工事着工ということで、予定どおりと聞いてお

るところでございます。

それぞれお答えいただい○中村総合政策課長

、 、 、たとおり ＰＦＩの契約状況についても 今は

メディカル・モール等も含めて順調に進んでい

るとお聞きしております。

個別のお話ばかりだっ○重黒木総合政策部長

たものですから、まとめて申し上げます。

全体の敷地のうち、プールのところはＰＦＩ

でやっておりまして、今年の12月に竣工し、オ

ープンが来年度の４月と聞いております。

手前のほうというか、それらは民間収益事業

ということで、ＰＦＩに付随する事業という形

で開発をお願いしておりまして、大きくは放送

局、大学、それから医療のエリアと、あとは飲

食店が少しできるというところになっておりま

す。大学と放送局はそれぞれ担当課長が答弁し

たとおりでございます。

残りの病院みたいなところが入るようなとこ

ろ、それから飲食店のところも契約はしっかり

済んでおりまして、オープン時期はまだはっき

りしていないところもございますけれども、当

初の計画どおり出来上がると聞いております。

プールが出来上がったタイミングと、残りの

民間収益事業が出来上がるタイミングに少しタ

イムラグがあります。先にプールができて、そ

の後、国民スポーツ大会が始まるまでには全体

像が出来上がっていくというイメージで考えて

いただければと思います。

タイムラグがあるということが分○岩切委員

かりました。

それと、現地に行くと、警察署の横ですが、

「テナント募集」と大和ハウスの看板が大きく

出ておりまして まだ募集しているのかなと思っ、

て、順調なのかなと少し疑問があったので確認

させていただきました。
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。○川添委員長 ほかにございませんでしょうか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって総合政○川添委員長

策部を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時30分休憩

午前11時36分再開

委員会を再開いたします。○川添委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、総務部長の概要説明を求めます。

総務政策常任委員会資料の２○吉村総務部長

ページの目次をお願いいたします。

本日御審議いただきます議案等について御説

明いたします。

まず、１の予算議案でありますが、議案第１

号及び第14号の「令和６年度宮崎県一般会計補

正予算（第１号、第２号）の概要」につきまし

ては、後ほど御説明いたします。

次に、２の特別議案は 「県税の課税免除等の、

」 、特例に関する条例の一部を改正する条例 など

条例改正２件であります。

次に、報告承認は 「宮崎県税条例の一部を改、

正する条例」について、専決処分の承認を求め

るものであります。

次に、４の報告事項は 「令和５年度宮崎県繰、

越明許費繰越計算書」についての報告でありま

す。

次に、５のその他報告事項は 「みやざき行財、

政改革プラン（第四期）の取組状況について」

など、３件の報告であります。

３ページをお願いいたします。

（ 、令和６年度宮崎県一般会計補正予算 第１号

第２号）の概要についてであります。

議案第１号「令和６年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号 」は、国庫補助決定に伴うもの及）

びその他必要とする経費について措置するもの

です。

次に、議案第14号「令和６年度宮崎県一般会

計補正予算（第２号 」は、硫黄山河川白濁対策）

等に必要な経費について措置するものです。

４ページをお願いします。

一般会計補正予算の歳入一覧であります。

表の左から３列目、今回補正額の議案第１号

の列を御覧ください。

この補正による一般会計の歳入財源は、自主

財源の下から３行目の繰入金が１億7,2 1 4

万8,000円、依存財源の下から２行目の国庫支出

金が14億4,523万9,000円、その下の県債３

億4,870万円であり、補正額は、一番下の19

億6,608万7,000円の増額となります。

同じく、今回補正額の議案第14号の列を御覧

ください。

この補正による一般会計の歳入財源は、自主

財源の下から３行目の繰入金で7,732万7,000円

の増額となります。

、 、この結果 次の列の一番下の行になりますが

補正後の歳入合計、予算総額は6,618億2,541

万4,000円となります。

５ページをお願いいたします。

一般会計補正予算の歳出一覧であります。

今回の補正予算を款別にまとめております。

左から３列目の、今回補正額の議案第１号の

列を御覧ください。

主なものを説明いたします。

上から２行目の総務費は、昨年11月に国から

配分を受けました重点支援交付金を活用し、交

通・物流事業者に対しまして、燃料費高騰分を

補助するための経費等であります。

４つ下の農林水産業費は、食品製造事業者に
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対しまして、輸出に必要なＨＡＣＣＰの基準を

満たす施設整備等に要する費用を補助するため

の経費等であります。

次の商工費は、半導体関連企業に特化した産

業用地の確保に係る市町村への補助や、展示会

への出展等の誘致活動を行うための経費等であ

ります。

次の土木費は、国庫補助決定を受けました社

会資本整備総合交付金事業等を実施するための

経費です。

議案第14号の列を御覧ください。

上から４行目の衛生費は、硫黄山の火山活動

に伴う火山噴出物処理対策として、水質改善施

設の機能回復や濁水流入防止対策等を行う経費

であります。

その２つ下の農林水産業費は、えびの市農業

再生協議会を通じまして、河川白濁・水質悪化

により、水稲作付を断念しました農家に対し、

代替作物導入等の支援を行うための経費であり

ます。

以上が、予算案の概要であります。

なお、歳入予算や議案等の詳細につきまして

は、危機管理局長及び各課（室）長から説明い

たします。

次に、議案についての説明を求○川添委員長

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

。○池田財政課長 資料６ページを御覧ください

３の歳入科目別概要ですが、中ほどの今回補

正額の欄と一番右の説明欄について、議案第１

号と議案第14号に分けて記載をしております。

まず 繰入金ですが 議案第１号分で１億7,200、 、

万円余、議案第14号分で7,700万円余を繰り入れ

ます。

議案第１号分は 「半導体関連企業誘致加速化、

事業」に必要な経費について、宮崎再生基金か

、 、ら そのほか国庫補助決定に伴う経費負担分や

その他必要な経費については、財政調整積立金

から繰り入れることとしております。

議案第14号分は、硫黄山河川白濁対策等に必

要な経費を全額財政調整積立金から繰り入れま

す。

７ページを御覧ください。

次に、国庫支出金についてです。

議案第１号分で14億4,500万円余を受け入れま

す。

議案第１号の国庫支出金は、国庫負担金、国

庫補助金及び委託金の３つです。

まず、国庫負担金ですが、これは土木費国庫

負担金として、道路新設改良などの公共事業に

伴う負担金を受け入れるものであります。

次に、国庫補助金についてであります。

、 、 、まず 丸の１つ目 総務費国庫補助金ですが

これは交通・物流事業者に対する燃料高騰分の

補助など、物価高騰対策を実施するために、昨

年11月に配分を受けた重点支援交付金の本省繰

越分を受け入れるものです。

、 、 、次に 丸の２つ目 民生費国庫補助金ですが

これは高次脳機能障がいの相談支援事業所等に

おける相談・支援体制の強化を図るために、障

がい者自立支援事業費を受け入れるものです。

３つ目、衛生費国庫補助金ですが、個人や事

業者に対する太陽光発電設備等の導入に要する

費用の補助等に充てるために、ゼロカーボン推

進事業費を受け入れるものです。

次に、４つ目、農林水産業費国庫補助金です

が、これは食品製造事業者等に対して、輸出に

必要な基準を満たす施設整備等に要する費用の

補助等に充てるため、農畜産物輸出拡大施設整
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備事業費等を受け入れるものです。

次に、５つ目、土木費国庫補助金ですが、公

共事業の増額補正に伴いまして、社会資本整備

総合交付金事業費等を受け入れるものです。

次に、８ページを御覧ください。

丸の１つ目、教育費国庫補助金ですが、これ

は指定県立高校において、デジタル人材を育成

するために、情報教育等設備整備費等を受け入

れるものです。

その下、委託金につきましては、ライブ配信

型の遠隔教育等に係る調査研究のための財源等

といたしまして、教育費委託金を受け入れるも

のです。

最後に、表の一番下の県債ですが、これは公

共事業の増額補正に伴うものであります。

これら全て合わせました補正後の額は、一番

下、歳入合計の右から２番目の欄にございます

が6,618億2,541万4,000円となります。

歳入予算の説明は以上であります。

議案第１号「一般会計補正予○那須人事課長

算」のうち、人事課の６月補正予算につきまし

て御説明いたします。

総務政策常任委員会資料の10ページを御覧く

ださい。

補正額は、左から３列目にありますように293

万3,000円の増額をお願いしております。この結

果、補正後の額は、右から３列目にありますよ

うに59億6,998万円となります。

補正内容について御説明いたします。

11ページを御覧ください。

（事項）人事調整費、補正額293万3,000円の

増額でありますが、説明及び事業名の欄にあり

ますとおり、人事給与管理の調整に要する経費

を増額するものであります。これは、異常な自

然現象により重大な災害が発生した場合等にお

いて、職員が応急作業等に従事した際に、災害

応急作業等手当を支給するための経費を人事課

が一括して予算計上するものであります。

補正予算の説明は以上であります。

続きまして、ただいま説明いたしました補正

予算に関連します、議案第８号「職員の特殊勤

務手当に関する条例の一部を改正する条例」に

ついて御説明いたします。

常任委員会資料の13ページを御覧ください。

まず、１の改正の理由についてであります。

災害応急作業等手当につきましては、これま

で、国における適用対象者や支給対象業務が限

定される中、本県での支給が想定しにくかった

ものですけれども、今回の能登半島地震を受け

まして、令和６年１月には総務省通知により支

給対象業務が拡大され、同年２月には人事院規

則において適用対象者の拡大や手当額の改定等

も行われております。

本県においても、１月以降、能登半島地震に

係る職員派遣を行っており、今回、総務省によ

り支給対象業務に該当し得ると示された災害時

の応急作業等に従事した場合等に当該手当を支

給するため、改正を行うものであります。

次に、２の主な改正の内容についてでありま

す。

まず、国に準じて新たに災害応急作業等手当

を新設し、このうち（１）のとおり、異常な自

然現象により重大な災害が発生した場合等で、

河川の堤防等において行う巡回監視には日額710

円、応急作業等には日額1,080円を支給すること

といたします。

また （２）のとおり （１）の作業等に相当、 、

すると知事が認める作業を行った場合は、日

額1,080円以内で支給することとし、今回の能登

半島地震等の大規模災害における避難所運営の
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業務または罹災証明に係る家屋調査等の応急作

業等に従事した場合は、この規定により支給す

ることとなります。

なお （２）において、知事が認めることとし、

ている具体的な作業内容等については、規則等

において定めることとしております。

最後に、３の施行期日でありますが、交付の

。 、 （ ）日から施行することとします ただし ２の ２

については、能登半島地震における応急作業等

を支給対象とするため、本県職員を派遣した今

年１月19日に遡及して適用することといたしま

す。

税務課からは、議案第４号及○蛯原税務課長

び報告第１号につきまして御説明いたします。

委員会資料12ページを御覧ください。

議案第４号「県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」であります。

１の改正の理由ですが、本年３月30日に「地

方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適

用される場合等を定める総務省令」が改正され

ましたことから、関係規定の改正を行うもので

あります。

２の改正内容ですが、表の上段 「過疎地域の、

持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の

地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が

適用される場合等を定める省令」に規定する課

税免除の適用に関する期限が、令和９年３月31

日まで３年間延長されましたことから、関係規

定の改正を行うものであります。

表の下段 「地域再生法第17条の６の地方公共、

団体等を定める省令」に規定する課税免除等の

適用に関する期限が、令和８年３月31日まで２

年間延長されましたことから、関係規定の改正

を行うものであります。

いずれも 課税免除等の適用を延長するといっ、

た内容でございます。

３の施行期日ですが、交付の日から施行し、

令和６年４月１日に遡及して適用することとし

ております。

次に、委員会資料14ページを御覧ください。

報告第１号、専決処分の承認を求めることに

ついてであります。

内容は、宮崎県税条例の一部を改正する条例

の専決報告となります。

今回の専決による改正は、１の改正の理由で

すが、地方税法等の一部を改正する法律が本年

３月30日に交付され、４月１日から施行される

ことに伴う条例改正について、議会を招集する

時間的余裕がなかったことから、専決を行った

ものであります。

２の改正の内容ですが、不動産取得税に係る

特例措置の延長に伴う改正であります。

（１）の税率の特例措置の延長につきまして

は、住宅または土地の取得が行われた際の不動

産取得税の税率は、地方税法において４％と定

められており、税率の特例措置として、同法附

則において、令和６年３月31日まで３％に軽減

するとされておりましたが、この適用期限を３

年延長し、令和９年３月31日までとしたもので

あります。

15ページを御覧ください。

（２）の減額措置の期間要件の特例措置の延

長につきましては、特例適用住宅の新築用の土

地に係る減額措置、これは床面積など、一定の

条件を満たす住宅を新築した場合に、土地に係

る不動産取得税を減額するという措置でござい

ますが、これについては、地方税法において、

土地の取得の日から２年以内に住宅を新築した

場合と定められており、この期間要件の特例措

置として、同法附則において、令和６年３月31
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日まで、３年以内または４年以内と要件が緩和

されておりましたが、この適用期限を２年延長

し、令和８年３月31日までとしたものでありま

す。

最後に、３の施行期日ですが、令和６年４月

１日から施行しております。

ここで、委員の皆様にお諮りい○川添委員長

たします。

まもなく正午となります。議案の質疑につき

、 、ましては 午後１時から行いたいと思いますが

いかがでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○川添委員長 では 御異議ございませんので

委員会は午後１時から再開といたします。

暫時休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後０時59分再開

それでは、委員会を再開いたし○川添委員長

ます。

午前中の議案説明に対する質疑はありません

か。

議案第８号「職員の特殊勤務手当○丸山委員

に関する条例の一部を改正する条例」について

です。

「異常な自然現象により重大な災害」とあり

ますが、どういうものを重大とするのか、規定

が何かあるのでしょうか。

、○那須人事課長 異常な自然現象としましては

暴風や豪雨、洪水、地震、津波といったものを

想定しております。

大規模な、重大な災害というのは、例えば、

大規模な土砂崩壊や決壊、冠水、これに類する

ような災害をイメージしております。

、 、イメージとしては 通常の注意報レベルでは

こういったものに該当しないのかなと考えてい

まして、警報レベルで避難となった場合を想定

しているところです。

この手当に該当しますよというの○丸山委員

、 、 、は 知事が判断するのか 局長が判断するのか

誰が判断するようになるのでしょうか。

知事が規則等の中で定めると○那須人事課長

いった形になります。

規則ができれば、明確に、大雨・○丸山委員

洪水警報が出たときなども出るということでい

いのでしょうか。

規則や通知において、国の取○那須人事課長

扱い等も含めながら検討すること、個々具体的

な災害等に応じて検討するような形になろうか

と考えています。

同じく議案第８号ですけれども、○黒岩委員

例えば、県の場合には警察本部もありますし、

教職員もいらっしゃいますが、どの範囲の職員

が対象になるのでしょうか。

今回の条例改正については、○那須人事課長

知事部局の職員が対象になります。警察職員等

についても 既に条例等ございまして そういっ、 、

た規定はございます。今回、国のほうで額が改

正されたりしておりますので、そういった改正

等については、警察本部のほうで検討している

と聞いております。

参考までになんですが、被災地に○黒岩委員

職員が派遣される場合の取扱いは、出張扱いな

のでしょうか。どういった感じで派遣というこ

とになるのでしょうか。

昨年度、基本的に短期で応急○那須人事課長

的に要請されて行っているものは出張扱いで派

遣しております。

ただ一方で、今年度に入りまして、長期的に

３か月もしくは４か月のスパンで、年度末まで
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派遣するような技術職もございます。そういっ

た職種については、自治法派遣という形で派遣

するような形になっております。ですから、派

遣先の自治体の身分も有しながら派遣をしてい

るといったような形になります。

出張の際に、例えば、土曜・日曜○黒岩委員

も被災地で作業した場合、超過勤務手当は出る

のでしょうか。

職員派遣という形で土日が○那須人事課長

しっかり休みが取れるかというと、やはり災害

復旧の応援という形で行っておりますので、取

れないケースもございます。そういった場合に

ついては、基本的には、帰ってきていただいた

後、振り替えで休んでいただくということを前

提に考えております。そういったことが不可能

な場合は、勤務手当を支給するといったような

ことになろうかと考えています。

鳥インフルエンザ等が発生したと○坂本委員

きの殺処分で、職員の方が対応していただいて

いると思いますが、その場合の手当は、どのよ

うな形になっているのでしょうか。

手元に資料がないのですが、○那須人事課長

特殊勤務手当に関する条例の一部を改正すると

いう条例ですけれども、この特殊勤務手当の中

には、例えば、家畜伝染病防疫等手当とか、そ

。 、ういったものもございます こういった場合に

鳥インフルエンザでの屠殺や埋却であれば、日

給として380円支給されるような形になっており

ます。

ほかにございませんか。○川添委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、次に、報告○川添委員長

事項に関する説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

常任委員会資料16ペ○徳松財産総合管理課長

ージを御覧ください。

当課からは、令和６年２月の定例会におきま

して御承認いただきました事業の繰越額が確定

しましたので、御報告いたします。

、 「 」まず １行目の事業名 庁舎公舎等保全事業

についてであります。

これは、都城総合庁舎の屋上防水工事におい

て、既存の防水層が２層構造であったため、撤

去に想定以上の時間を要したことなどから、工

期を延長したことに伴うものでありまして、繰

越額は8,476万6,000円となっております。

工事につきましては、令和６年５月16日に完

了いたしました。

次に、２行目の「電気機械管理事業」であり

ます。

これは、本館の消防設備改修工事において、

施工時間を日中から夜間に見直す必要が生じる

など、想定以上に施工時間が限られたことなど

から、工期を延長したことに伴うものでありま

して、繰越額は8,529万5,000円となっておりま

す。

工事につきましては、令和６年６月14日に完

了いたしております。

最後に３行目 「県有施設災害復旧事業」であ、

ります。

これは、落雷で被災した桝形山中継局多重無

線等の復旧工事において、世界的な半導体供給

不足により、無線用の基盤等の納入が遅れまし

て、工期を延長したことに伴うものでありまし

て、繰越額は346万4,000円となっております。

こちらの工事については、まだ完了しておりま

せん。

、○中尾危機管理局長 同じ資料の上から４行目

「指定避難所（県有施設）の環境改善緊急対策
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事業」であります。

この事業は、能登半島地震の発生を受けまし

て、緊急対策として、令和５年度補正予算で実

施しておりましたが、工期等が不足するため繰

越しとなったもので 繰越額は１億6,151万8,000、

円であります。

、○羽田消防保安課長 同じく資料の一番下の行

「航空消防防災管理運営事業」であります。

これは、防災救急航空センター受電設備の経

年劣化に伴う設備更新の設計委託工事を実施し

ておりましたが、設計委託終了後の工事発注に

ついて、関係機関との調整、必要な資機材の調

達期間などに日時を要したため繰越しとなった

もので、繰越額は559万9,000円であります。

執行部の説明が終了いたしまし○川添委員長

た。

報告事項につきまして、質疑はございません

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他報告事項に関する○川添委員長

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が終了し

た後にお願いいたします。

みやざき行財政改革○池北行政改革推進室長

プランに基づく行財政改革の取組について御報

告いたします。

委員会資料の17ページを御覧ください。

第四期の行財政改革プランについては、令和

５～８年度の４年間で取り組むこととしており

、 、ますが １の基本的な考え方にありますとおり

県総合計画の基本理念「安心と希望の未来への

展望」を支える持続可能な行財政基盤の確立を

図るため、右の図のとおり、４つの視点の改革

プログラムと財政健全化指針に基づき、各種の

取組を進めております。

本日は、令和５年度の主な取組について御説

明いたします。

次の18ページを御覧ください。

資料の左側、１つ目の視点 「県政運営を支え、

」 。る行政基盤の構築と人材づくり でございます

本県の強みを生かし、さらなる成長につなげ

る日本一挑戦プロジェクトの推進や、国民スポ

ーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催準備

のため必要な組織体制を構築するほか、適正な

定員管理を行ったところでございます。

また、県政を支える職員の確保・育成を図る

ため、職員試験制度を見直し、また、職場での

ＯＪＴ、自治学院等での効果的な研修などにも

取り組んでおります。

次に、資料の右側、２つ目の視点でございま

す 「多様な主体との連携と県民目線のサービス、

の提供」についてであります。

ＮＰＯや社会福祉法人と県による協働事業の

、 、実施のほか 包括連携協定による企業と連携し

地域社会の活性化や県民サービスの向上に努め

てきたところであり、令和５年度は新たに２社

と協定を締結しました。これにより、令和５年

度末で40社との協定を締結しているところでご

ざいます。

次に、19ページを御覧ください。

資料の左側、３つ目の視点でございます 「行、

政のデジタル化と働き方改革の推進」でござい

ます。

行政サービスのデジタル化により、県民への

サービス・利便性の向上を図るとともに、ＲＰ

ＡなどのＩＣＴツールの利活用により、庁内の

業務効率化を図り、生産性の向上に取り組んで

おります。

また、庁内の働き方改革として、テレワーク

や時差出勤などの柔軟な働き方を推進すること
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で、ワーク・ライフ・バランスのさらなる充実

を図っております。

さらには、職員の仕事と子育ての両立を図る

ため、育児休業や各種休暇制度などの取得計画

を所属と共有する「子育てマイプラン」の作成

や育休代替職員の配置により、育児休業取得の

推進を図っているところでございます。

これらの取組もあり、下の表になりますけれ

ども、令和５年度の男性職員の育児休業取得率

は52.9％まで上昇しております。

資料の右下、４つ目の視点でございます 「健、

全な財務基盤の構築と資産の有効活用」につい

てであります。

、県有財産の資産としての有効活用としまして

県有施設等へのネーミングライツの活用に取り

組んでおりますが、令和５年度は、新宮崎県体

育館におけるネーミングライツのスポンサーを

決定したところであります。

これを含め、令和５年度末では６施設におい

て導入しており、今後、運用開始となる新たな

陸上競技場やプールへの導入も予定しておりま

す。

20ページを御覧ください。

財政健全化指針につきまして、財政健全化に

係る目標として３つ掲げております。

資料の左のほう （１）財政関係２基金の残高、

確保 （２）県債残高の抑制 （３）健全化判断、 、

比率の維持、いずれにおいても、財政の健全化

に問題ない数字となっております。

また、資料の右側になりますけれども、２の

（１）の財政見通しにつきましては、令和６年

度当初予算の編成状況を反映するなど、必要な

見直しを行ったものです。

今後も、財政関係２基金残高が一定程度確保

される見通しとなっており、財政上の健全性は

維持できるものと考えております。

最後に、21ページを御覧ください。

第四期プランの29ある数値目標のうち、実績

が確定した主なものを記載しております。

計画年度の初年度ということもあり、目標値

に向け取り組んでいる途上のものも多くありま

す。今後も、引き続き進捗管理を行いながら、

達成に向けて取り組んでまいります。

委員会資料の22ページを御覧○蛯原税務課長

ください。

税務課からは、宮崎県産業廃棄物税条例の見

直しにつきまして御説明いたします。

、 、 、なお 今回の説明内容は 環境部局において

今議会の環境農林水産常任委員会でも同じ内容

で報告が行われることになっております。

それでは、資料の説明に入ります。

、 、まず １の税の目的と課税継続の検討ですが

循環型社会の形成に向けて、九州各県で共同し

て産業廃棄物の排出抑制、再生利用の促進等を

図る施策の費用に充てるため、平成17年４月か

ら、産業廃棄物税を導入しているところであり

ます。

これまで、５年ごとに産業廃棄物の排出抑制

等の効果を検証し、課税を継続してまいりまし

たが、今回、前回見直しから５年目を迎えます

ことから、今年度、検証結果を踏まえて、課税

継続等の検討を行うものであります。

２の今後のスケジュールですが、下線を引い

ていますところが、主に税務課が対応するもの

でありますが、７月に九州各県との事務打合せ

を行い、11月に常任委員会で環境部局の検討結

果等を報告し、来年２月に議案を提出させてい

ただく予定としております。

委員会資料の23ページを○中尾危機管理局長

御覧ください。
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国民保護の取組についてであります。

１の概要でございます。

武力攻撃等に対する住民避難などの国民保護

の措置につきましては、国が示した方針に基づ

き、都道府県、市町村、関係機関等が協力して

実施することとされておりますが、このうち、

沖縄県の住民避難につきましては、離島におい

て輸送手段が船舶や航空機に限られるという特

有の困難がありますことから、避難が適切に実

施できるよう、その体制づくりに国が特段の配

慮をすることが必要とされております。

このことから、国と沖縄県は、圏域を越える

広域避難を想定し、令和４年度から先島諸島の

住民避難に係る図上訓練を実施しておりました

、 、 、が 令和６年度からは １つの想定としまして

九州・山口各県を避難先として設定し、検討を

進めることとしたものであります。

国からは、国、沖縄県、先島諸島の自治体と

連携の上、令和８年度を目途として、避難住民

の受入れに必要な準備事項や役割分担等を整理

し、受入れ基本要領を作成するよう、九州・山

口各県に対し依頼があったものであります。

次に、２の検討内容についてであります。

本年度は、避難当初の約１か月間において、

下で記載しておりますが、輸送手段の確保、ホ

テル等の収容施設の供与、食品、飲料水の調達

及び提供、生活必需品の調達及び提供、避難者

の健康管理、通信設備の提供の６つの事項につ

きまして整理し、熊本県が作成しました、八代

市でのモデル計画を参考に、受入れに係る初期

的な計画を作成することとしております。

次のページを御覧ください。

参考としまして、先ほど申し上げました、熊

本県が昨年度作成した八代市での受入れモデル

の計画の概要を記載しております。

このモデル計画では、沖縄県多良間村の住民

約1,000人を受け入れるという想定で、鹿児島空

港に到着した多良間村の住民を八代市内へ搬送

し、宿泊施設等で受け入れるまでの手順や食料

品等の供給方法などに関する検討が行われてお

ります。

本県におきましても、このモデル計画を参考

に、検討を行ってまいります。

前のページにお戻りください。

先ほどの２の検討内容の一番下に米印で記載

しておりますが、令和７年度以降は、避難が長

期化した場合に必要となります、就労・就学の

支援や仮設住宅の供与などにつきまして、検討

を行う予定となっております。

次に、３の避難元市町村と避難先県の設定に

ついてであります。

避難先でのコミュニティ維持、経由空港から

のアクセス及び各県の宿泊施設等のキャパシ

ティー等を勘案し、本県は、福岡県、熊本県、

鹿児島県とともに、宮古島市の住民を受け入れ

るという設定が国から示されたところでありま

す。

次のページを御覧ください。

最後に、４の令和６年度のスケジュールにつ

いてでありますが、今後、７月中旬までをめど

に、関係機関等のヒアリングを行った上で課題

、 。を抽出し 計画の作成に取り組んでまいります

途中で、国や九州・山口各県との検討会も挟み

ながら、来年２月をめどに計画を作成する予定

であります。

作成した計画につきましては、３月の常任委

員会でも報告させていただく予定です。

執行部の説明が終了いたしまし○川添委員長

た。

その他報告事項について質疑はございません
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か。

行財政改革プランの取組状況○山口副委員長

についてお伺いします。

県のホームページを見ると、２年前くらいま

では数値目標の進捗状況が、主なものだけでは

なくて全部報告されていたように見受けられる

のですが、昨年度から主なものという形になっ

ているのかなと思います。

見やすくなっているという点は非常にいいな

と思いますが、基本的には全部報告してもらい

たいですし、オープンにしていただきたいなと

いう思いもあります。公表の仕方としてはどう

お考えなのか、お尋ねしたいと思います。

指標としては29ござ○池北行政改革推進室長

います。現時点で、令和５年実績として未確定

のものがまだその内８つございます。そして、

残りは実績が出ていますけれども、そういった

数字として出ております。

見やすさということで限定した数字になって

いますけれども、そういったところもしっかり

見ていきたいと考えております。

今回、議会に報告されたこの○山口副委員長

資料が、恐らく県のホームページにも似たよう

な形で公表されるのかなと思っていましたが、

数字が確定しているものについて、全ての報告

について公表時には出していただけるというこ

とで理解してよろしいでしょうか。

その点も、数字とし○池北行政改革推進室長

て出していきたいと考えております。

同じく行財政改革プランについて○黒岩委員

です。

ＲＰＡの活用をしているというところですけ

れども、この事例が分かりましたら教えていた

だけますか。

資料19ページの左側○池北行政改革推進室長

にございますが、ＲＰＡ、ＡＩ―ＯＣＲという

ことで書いてございます。ＲＰＡというのは、

人が行う定型的な業務を自動化するシステムと

いうことで導入しております。

ＡＩ―ＯＣＲというのが、手書きで書いたも

のを識別して、それをデータのテキストにする

、 、というようなものでございますけれど 例えば

水質測定結果が国や市町村から紙で上がってく

、 、るものがありまして それを今までは外注して

エクセルで入力していたという作業がございま

した。ＡＩ―ＯＣＲを導入することによって、

まず読み込みをすることでデータにし、ＲＰＡ

を活用してそのデータをエクセルに自動的に転

記することでグラフを作成いたします。

外注する手間が減ったということで、業務の

削減化・省力化が図れているという事例がござ

います。事例としては最近増えているというこ

とで、進めているところでございます。

あと、この行財政改革プラン全体○黒岩委員

の進捗について、外部からのチェックはないの

でしょうか。当然、議会でもそういうチェック

はするんですが、外部有識者を入れたチェック

機能はないのでしょうか。

知事の私的諮問機関○池北行政改革推進室長

ということで、年に１回、行財政改革懇談会と

いうのがございます。今年も秋口ぐらいにやる

予定です。各分野の方々に委員になってもらっ

たり 公募の委員も入れまして そこでこういっ、 、

た指標などを見せて、行財政改革の進捗状況を

確認していただくという場を設けております。

そこで出された委員からの意見な○黒岩委員

どは公表されていらっしゃるのでしょうか。

それは議事録とか、○池北行政改革推進室長

そういったものでございますか。

はい。○黒岩委員
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県のホームページで○池北行政改革推進室長

公表しております。

最後にもう１点、資料22ページの○黒岩委員

宮崎県産業廃棄物税条例のところです。

産業廃棄物税の仕組みといいますか、概要を

教えていただきたいと思います。

事業者が様々な経済活動に○蛯原税務課長

伴って出てきた産業廃棄物を処分場に持ち込む

わけですけれども、まず、焼却する施設に持ち

込みます。それから焼却して残った灰を埋立て

する施設 埋却施設、最終処分施設に運び込─

むという流れになっております。

税につきましては、まず、焼却をする段階で

課税を１回行いまして、最終処分場に持ち込む

際に、また課税をしていくことになります。そ

れぞれ重さ当たり幾らというような形で課税を

しているところでございます。

ちなみに、その税額は幾らでしょ○黒岩委員

うか。

焼却のほうは１トン当たり800○蛯原税務課長

円、それから埋立ての場合が１トン当たり1,000

円で課税しているところでございます。

関連ですが、これは税務課と循環○丸山委員

社会推進課のどちらが主導でしょうか。資料の

下線が引いてあるところが税務課の役割という

ことですが、条例自体はどちらが上げることに

なるのでしょうか。

まず、廃棄物対策が今後も必○蛯原税務課長

要であり、そのために財源が必要だという判断

は環境部局が行います。税務サイドは、継続す

るにしても廃止にするにしても、条例を触らな

、 、いといけませんので そういう決定が出た後に

条例を扱う立場として関わっていくというよう

な形になっております。

それは、役割が分かれているとい○丸山委員

うことだと思うんですけれども、九州全体でし

ないといけないと思っています。九州のイニシ

アチブは７月に事務打合せをするということで

すけれども、宮崎県だけやめるというわけには

いかないだろうし 九州１つでやっていくと思っ、

ています。

５年前も同じようなことをやっていると思い

ますが、多分やめることはないだろうなと思っ

ていいんじゃかなと考えています。１トン当た

り800円とか1,000円とかありましたけれども、

今後の物価高騰により、手数料なども含めて議

論がもっと深まっていって、具体的に煮詰まっ

ていくことは、このタイムスケジュールで間に

合うのでしょうか。そういうことを含めて少し

心配でしたが、どうでしょうか。

環境部局は環境部局で、九州○蛯原税務課長

各県の担当と協議などはしていると伺っており

、 、 、ますし 税務部門につきましても 基本的には

、各県の環境サイドの動きをそれぞれ持ち寄って

情報を共有しながら、各県の動きについても把

握はしていっているという状況です。

今年度、直ちに始めたというわけではなく、

昨年度から方向性や今後のスケジュールなどを

九州各県でも共有してきておりますので、スケ

ジュール的には十分間に合うのかなと見ている

ところでございます。

いずれにしろ、適正な処理ができ○丸山委員

るように、環境部局と連携しながらやっていた

だきたいと思っております。

また、行財政改革プランのことでお伺いいた

します。

令和５年度末から始まったと言っていいのか

もしれませんけれども、定年延長が入ってきて

いて、その定年延長された方が本当に定年延長

されたのか、もう辞められた方がいるとか、い
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ろいろなパターンがあると思います。

定年延長をすることで給料が７割ぐらいまで

下がって、やる気が下がるといいますか、定年

延長をされる方が多くなればなるほど、県庁内

のパフォーマンス力が落ちていくんじゃないか

と懸念しています。

この行財政改革プランでは基礎づくりとか書

いていますけれども、そのあたりのことはどの

ように考えればよろしいでしょうか。

定年延長が今年から○池北行政改革推進室長

始まっておりますけれども、その方々が今まで

の知見などを生かして配置されています。

短時間の方であれば、人の数はカウントして

いないですけれども、定年延長の方はフルタイ

ムですので、職員の人数としてカウントしてお

ります。こういうふうにカウントして、人数を

決めて体制づくりをやっております。

行政需要が膨らんでいて、令和９○丸山委員

年に職員数が3,821名から3,900名と増えるもん

ですから、そこまで需要増があるのか、定年延

長の関係でこのような形になるのか、少しその

あたりが気になっています。

確かに、専門的な知識を持っている人が残っ

て指導してくれればいいけれども 本当にパフォ、

ーマンス力が残るのかというのが懸念されます

が、いかがでしょうか。

令和９年の国民スポ○池北行政改革推進室長

ーツ大会などを見越して、3,900人という人数を

設定しているというところでございます。その

、 、中で 定年職員の方も今後増えていきますので

そういったところで知見を生かして配置してい

くという形になっていきます。

65歳という年金受給等の関連○那須人事課長

でいきますと、再任用職員という今までの制度

の中で、定年延長という部分も入ってくるとい

うことになります。そういった関係でいきます

と、再任用職員をそもそも希望していた職員と

いうのが、大体、退職者の ６割、それぐらいで※

した。

※今年の４月１日に定年延長になりまして、約

７割が残っているということを考えますと、や

はり定年が延長されたというのと、一旦退職し

て再任用という形で任用されるという部分につ

いて、少し意識の違いというのは出てきている

のかなと考えているところです。

認識が少し変わりつつあるんです○丸山委員

が、課長級だった人たちが主幹とか、そういう

仕事をすることになります。なかなか今までパ

ソコンを触ってこなかった方が主幹などになる

と、非常に苦労しているという話も聞いたりし

ますし、ほかの若手職員が委縮してしまったり

もします。

これは、簡単そうで簡単じゃないような気が

して、きちんとコントロールしてやらないとう

まく進まないと思っています。現状としては、

どう思っていらっしゃいますか。

異動の際に定年延長職員をど○那須人事課長

ういったところに配置していくのかと、委員の

おっしゃったとおり、特に課長級以上の職員に

ついては役降りという形になります。それまで

は課長級でやってこられた職員が 職位が下がっ、

た状態で仕事をしていただくことになりますの

で、モチベーションというのは非常に大事だろ

うと、もちろん考えております。

定年延長する際には、ヒアリング等も職員本

人に対して実施しているところです。全て本人

の希望どおりの業務に配置できるかというと、

そこは全体の職員の異動等のバランス等によっ

て、やはり難しい面もありますけれども、職員

※34ページに訂正発言あり
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個々の意見等も聞きながら、配置についてはで

きるだけ配慮していくといった形で今やってい

るところであります。

国民保護の取組についてです。○濵砂委員

概要の中の 「国民保護の措置は、国が示した、

対処基本方針に基づき」という内容がよく分か

らないのですが、その２段目にある 「沖縄県の、

住民避難については国が特段に配慮する」とい

うのは、日本の国土に対する、いわゆる攻撃が

ある可能性を見ているということなんですか。

今回の取組については、○中尾危機管理局長

国からは特定の有事を想定したものではないと

いうことで聞いておりますけれども、日本を取

り巻く安全保障環境が厳しくなっている状況を

。踏まえての取組だということで考えております

一般質問等でも話が出ていますけ○濵砂委員

れども、避難させる前提に何があるかというと

ころなんです。県民が一番知りたいのは、この

対処基本方針は沖縄県が攻撃されたときのため

の対処ということなのかというところです。

具体的に沖縄県が攻撃を○中尾危機管理局長

されたということではありませんが、住民が避

難をする際の枠組みとしまして、武力攻撃事態

もしくは武力攻撃予測事態が発生した場合とい

う整理がされております。

武力攻撃事態というのは、我が国が弾道ミサ

イル攻撃や航空攻撃、そういった４つの類型が

示されておりますけれども、そういった攻撃を

、直接受ける場合もしくはそういう攻撃が発せる

明白な危険が切迫している場合というのが武力

攻撃事態です。

もう一つ、武力攻撃予測事態というところが

あります。武力攻撃事態には至らないまでも、

事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った

事態ということで、例示としては、我が国を攻

撃するためと見られる軍事施設の新たな構築、

そういったものが周辺国で起きたときに住民を

避難させる指示を国が行うといったものが整理

をされているところでございます。

そのあたりは明確に県民に示すべ○濵砂委員

。 、きところもあるのではないかと思います もし

宮崎県に避難してきたときに、大パニックです

よ 「これはもういよいよ戦争だ」ということに。

なるわけです。

ないのが一番いいわけですけれども、国民保

護の措置として、その対処方針として、先島諸

島の住民を九州本土に移すことそのものが、明

らかに有事の対応ということですから、確認の

ために聞いておきたかったところです。そのあ

たりの考え方としては、議事録にも残したほう

がいいと思ったところです。

今回の取組につきまして○中尾危機管理局長

は、先島諸島の住民が避難する場合の一つの想

定として、九州・山口というところでの受入れ

をした場合の計画をモデル的につくるというと

ころでございまして、必ずしもその有事が起き

たときに、九州・山口で受け入れるということ

を決定しているものではございません。

だったら避難する必要ないわけで○濵砂委員

すよ。しかし、これを想定して避難させる、い

わゆるこういった検討を行うわけですから、そ

れは明らかに有事を想定した上での避難という

ことだろうと思います 正確に分からないでしょ。

うけれども、やはりこういう状態であるという

ことは、我々を含めて確認しながら、県民の皆

さんにある程度は周知していく必要もあるのか

なと思います。ただの台風の避難という問題で

はなく、これは国際間の問題ですから。

沖縄県が攻撃される際には、九州も巻き添え

食ってくるということになるでしょうから、宮
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崎県に避難して、最終的には東京都辺りに避難

すると思います。ここが何かすっきりしないん

ですよ。誰からも質問がなかったから、記録を

残したいと思って念のために聞きました。その

あたりはある程度の危機感を持って対応したほ

うがいいんじゃないかなと思いますので、何か

意見がありましたらお願いいたします。

、○中尾危機管理局長 確かにおっしゃるとおり

今回こういった取組をする中で、県民がその不

安を抱くという可能性もございます。しっかり

とその背景等を国民に情報提供するようにとい

うことで、知事からも国に対して申しておりま

すし、我々も国と意見交換をする中できちんと

示していきたいと考えております。

また、県民に対しても、適宜状況等について

は説明をしていきたいと考えております。

、○那須人事課長 先ほど丸山委員の質問の中で

再任用と定年延長、それぞれ「６割 「７割」」、

と答えましたけれども 「５割 「６割」とな、 」、

ります。再任用のほうが５割、定年延長になっ

、 、て６割 やはり１割は残っているということで

訂正させていただきます。

それでは、その他で何かござい○川添委員長

ますか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

なければ、以上をもって総務部○川添委員長

を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後１時41分休憩

午後１時47分再開

委員会を再開いたします。○川添委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、宮崎国スポ・障スポ局長の概要説明

を求めます。

説明に入りま○山下宮崎国スポ・障スポ局長

す前に、１点、お礼を申し上げます。

去る５月22日及び29日に、委員の皆様におか

れましては、県内調査におきまして、建設中の

（仮称）新宮崎県プール及び（仮称）新宮崎県

陸上競技場を御視察いただきまして、誠にあり

がとうございました。

また、後ほど御説明がございますけれども、

５月23、24日に行われました、国スポ開催に向

けた総合視察におきまして、本県の準備状況の

評価をいただいたところでございます。

引き続き、３年後に迫りました、宮崎国スポ

・障スポの準備に万全を期してまいりたいと思

います。

それでは、本日御報告いたします項目につき

まして、座って説明いたします。

常任委員会資料の２ページの目次を御覧くだ

さい。

本日は、Ⅰ、報告事項としまして、令和５年

度宮崎県繰越明許費繰越計算書について、そし

て、Ⅱとしまして、その他報告事項、１、宮崎

国スポ・障スポ開催決定に関する令和６年度の

主なスケジュールについて、２、県有主要施設

の整備状況についての２点でございます。

詳細につきましては、後ほど担当の次長及び

課長から説明いたします。どうぞよろしくお願

いいたします。

次に、報告事項に関する説明を○川添委員長

求めます。

委員の質疑は、執行部の説明が全て終了した

後にお願いいたします。

資料の３ペ○長倉宮崎国スポ・障スポ局次長

ージを御覧ください。

Ⅰ、報告事項の令和５年度宮崎県繰越明許費

繰越計算書についてでございます。
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これは、令和５年度から本年度への繰越額が

確定いたしましたので、御報告を行うものであ

ります。

宮崎国スポ・障スポ局では、表にありますと

おり、県有スポーツ施設整備事業６億5,341

万4,979円、競技用具等整備事業309万9,360円の

２事業の合計６億5,651万4,339円となっており

ます。

繰越しの理由といたしましては、事業主体に

おいて事業が繰越しとなることや、関係機関と

の調整に日時を要したことなどによるものであ

ります。

執行部の説明が終了いたしまし○川添委員長

た。

報告事項について、質疑はございませんか。

もう少し詳しく、どこの施設○山口副委員長

だったのかとか、管理をしているかとか、その

。あたりも含めて御説明いただけますでしょうか

１つは、県有スポーツ施○財部施設調整課長

設の整備費ということで、庭球場になります。

こちらが2,574万7,979円の繰越しになっており

ます。理由としましては、競技団体との調整等

に時間を要したことによるものでございます。

また、うち、県有スポーツ施設整備の都城市

の陸上競技場です。こちらの都城市が整備する

補助競技場と多目的広場の事業が繰越しになり

まして それに伴って県の負担金が繰越しになっ、

たものでございます。

もう一つ、山之口駅の「バリアフリー化整備

支援事業」というものが2,766万7,000円です。

こちらの事業主体はＪＲでございまして、都城

市が補助をしております。その都城市の補助分

に県がまた補助をするという仕組みになってお

ります。こちらが踏切設備の調達等に時間を要

しまして、事業完了が令和６年度末になったも

のでございます。

「競技用具等整備○横山競技力向上推進課長

」 、事業 につきまして309万9,360円ですけれども

競技用具につきましては、カヌー競技の艇でご

ざいます。カヌー競技の購入において、海外製

品が主流となっておりますので、そこの関係機

関との調整につきまして、日時を要したことに

よる遅れでございます。

ほかにございませんか。○川添委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

なければ、その他報告事項に関○川添委員長

する説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が終了した

後にお願いいたします。

資料の４ペ○長倉宮崎国スポ・障スポ局次長

ージを御覧ください。

Ⅱ、その他報告事項の１、宮崎国スポ・障ス

ポ開催決定に関する令和６年度の主なスケジュ

ールについてでございます。

これは、今年度、国スポ・障スポの本県開催

が正式決定されることに当たりまして、主なス

ケジュールについて御説明をさせていただくも

のであります。

まず 先ほど局長が申し上げたとおり ５月23、 、

日、24日の２日間にわたり、日本スポーツ協会

。及びスポーツ庁による総合視察が行われました

この視察では、開・閉会式会場となる建設中

の陸上競技場のほか、宮崎市のＳＯＫＫＥＮス

タジアムや、都城市の早水公園体育文化センタ

ー等を御視察いただきました。

視察団からは、特に指摘事項等はなく、宮崎

県のスポーツに対するこれまでの経験や思いが

感じ取られたということで、評価をいただいた

ところでございます。

続きまして、６月４日には、日本スポーツ協
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会の国民スポーツ大会委員会において、開催地

及び会期が審議され、令和９年の本県開催が決

まったほか、会期が９月26日から10月６日に決

定されたところでございます。

なお、７月17日の日本スポーツ協会理事会に

おいて、正式決定されることとなります。

知事、教育長、県スポーツ協会長で開催決定

書を受領する予定でございます。

正式決定後、大会の公式ポスターの募集を開

始することとしております。

また、全国障害者スポーツ大会の開催地につ

きましては 国民スポーツ大会の開催決定をもっ、

て決定とみなされます。会期については、８月

頃決まる予定でございます。

その後、９月４日には、第81回国民スポーツ

大会・第26回全国障害者スポーツ大会宮崎県準

備委員会において、開催決定の報告を行い、同

日に実行委員会に移行するための総会を開催す

ることとしております。

委員の皆様にも御案内をさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。

最後になりますが、本県の開催決定後、広報

活動を一層強化していくこととしており、テレ

ビやラジオなどの様々なメディアを積極的に活

用するほか、11月２～４日の３連休には、宮崎

市、延岡市、都城市で、各市町村や協議団体の

協力もいただきながらイベントを実施し、県内

の機運を盛り上げてまいりたいと考えておりま

す。

それでは、２、県有主要○財部施設調整課長

施設の整備状況について御説明いたします。

資料の５ページを御覧ください。

現在、都城市山之口町に建設中の陸上競技場

であります。

（１）の整備概要、アにありますとおり、Ｒ

Ｃ造で屋根部分が鉄骨造の地上４階、延べ床面

積２万2,809平米の主競技場及びイの整備面積１

万4,000平米の投てき練習場の整備を現在進めて

おり、主競技場においては、右下の写真にもあ

りますように、メインスタンドの屋根工事や内

装工事を進めているところであります。

（ ） 、３ の整備スケジュールにありますとおり

主競技場については、今年の12月、投てき練習

場については、今年度末の令和７年３月に完成

を予定しており、５月末時点の進捗率は80.0％

となります。

６ページの完成イメージの全体パースを御覧

ください。

左側が御説明しました主競技場と投てき練習

場でありまして、右側の補助競技場、多目的広

場につきましては、都城市において建設を進め

ているところであります。

、 、なお 都城市が建設している施設についても

今年度中の完成を目指して取り組まれており、

現在のところ、おおむね順調に進んでいるとこ

ろでございます。

７ページを御覧ください。

現在、延岡市において建設中の体育館であり

ます。

（１）整備概要のとおり、ＲＣ造で屋根部分

が鉄骨と木造の地上２階、延べ床面積１万2,998

平米の施設であり、完成イメージの右側部分の

建物であるサブアリーナにつきましては、その

下の写真にありますように、令和５年７月に完

成し、令和５年８月に供用を開始しておるとこ

ろでございます。

現在、メインアリーナの基礎工事中でありま

、（ ） 、して ３ 整備スケジュールにありますように

令和７年12月の完成を予定しております。５月

末時点の進捗率は48.7％となります。
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８ページを御覧ください。

現在、宮崎市において建設中のプールであり

ますが （１）の整備概要にありますとおり、Ｒ、

Ｃ造で一部ＳＲＣ造、一部鉄骨造である地上３

、 。階 延べ床面積１万4,265平米の施設であります

現在、建物の躯体工事等は終わりまして、プ

ールのタイル貼りなど、内装工事を進めている

ところであり （３）整備スケジュールにありま、

すとおり、今年の12月の完成を予定しておりま

す。５月末時点の進捗率は70.3％となります。

９ページに完成イメージの全体パースをつけ

ておりますが、民間で進めている大学・オフィ

シャルセンターについては令和７年４月 メディ、

カル・飲食モールについては令和７年５月、放

送局については令和８年10月の開業予定であり

ます。

10ページを御覧ください。

県総合運動公園の庭球場及び管理棟について

御説明をいたします。

（１）庭球場のアの整備概要でありますが、

既存のコートの24面全てを全豪オープンと同等

のハードコートに改修し、うち６面をインドア

コートにいたします。

さらに、インドアコートを含む18面に国際基

準の照明設備を整備することとしております。

ウの整備スケジュールでありますが、今年３

月に施工業者と契約を締結したところであり、

令和７年10月の屋外コートの一部供用開始、令

和８年４月の全面供用開始に向けて整備を進め

てまいります。

（２）管理棟につきましては、アの整備概要

にありますとおり、ＲＣ造の３階建てで、令和

。６年４月に施工業者と契約を締結いたしました

管理棟につきましても、庭球場の全面供用開始

に間に合うよう整備を進めてまいります。

なお、10ページの右横にインドアコートの内

観のイメージと管理棟の内観のイメージを、11

ページに庭球場の全体のパースをつけておりま

す。参考までに御覧いただければと思います。

施設整備全般に言えることでありますが、労

務や資材の確保等、様々な要因でスケジュール

が変更になることがありますので、変更があっ

た際には、適宜御報告いたしたいと考えており

ます。

執行部の説明が終了いたしまし○川添委員長

た。

その他報告事項について質疑はございません

か。

陸上競技場に附属して、県道422号○岩切委員

線が整備改良されているように思います。

このように、周辺道路の環境整備は大変重要

な要素があると思いますが、資料９ページのパ

ース図にあります、プールの周辺の道路環境は

非常に悪いと思っています。これについては、

宮崎市や国、または県のほうで何らかの考えが

。あるのかをお聞かせいただけませんでしょうか

プールの建設に当たりま○財部施設調整課長

、 、しては この計画ができて内容を検討する際に

できるだけ支障がないように、宮崎市と本県の

県土整備部も一緒に検討を進めているところで

ございます。

確かに議員がおっしゃるように、非常に道路

事情が悪い状態です。周辺の道路はほとんど宮

崎市の市道でございます。市とも綿密に連携を

取りながら、進めてまいりたいと思います。

国スポ・障スポの開催決定に○山口副委員長

関わるもので、今年開催の佐賀県には皆さん行

かれたり、情報を交換する予定とかあったりす

るのでしょうか。

副委員長が○長倉宮崎国スポ・障スポ局次長



- 38 -

令和６年６月19日(水)

言われたとおり、佐賀大会から国民スポーツ大

会という形で開催されます。先般、佐賀の国ス

ポ・障スポの局長が来られて、いろいろな意見

交換もさせていただきました。

そして、本大会が秋にありますけれども、私

どもも行って、実際にどういう形で新しい国ス

ポが開催されるのかとか、競技会場等も見なが

ら、いろいろな点を参考にしながら、宮崎県独

自のやり方等も考えながら、検討していきたい

と考えております。

先般、いろいろ施設を見させ○山口副委員長

ていただいたときに、都城市の陸上競技場で、

駐車場のスペースが非常に厳しいものがあると

感じました。特に収容人数と駐車場の数という

ところが、若干不安になったところではありま

す。年度末などに実際に運用が始まる中で、そ

のあたりの対策とか、周辺とどのように考えて

いくのか、実際に動き始めてからだと遅いと思

いますが、どう解決していくのか教えてくださ

い。

陸上競技場の駐車場は、○財部施設調整課長

約1,200台を予定しているところでございます。

考え方としましては、県の総合運動公園、こ

こで陸上競技の大会をこれまで何回も行ってい

ますが、陸上の大会の場合は、普段の大会で

は3,000人程度というのが平均的な主要人数であ

るということでございます。こういった数字を

基に、1,200台の車で、１台当たり2.5人で来場

すれば3,000人というようなことで、今の1,200

。台という数字が決まっていると聞いております

これは普段使いの数字でございまして、国民

スポーツ大会のことを考えると、開催当日は参

加者の数が２万人を超えますので、全然足りま

せん。また、ほかの大規模大会をするような場

、合にも全然足りないということになりますので

そういった場合には、臨時駐車場を周辺に設け

まして、パーク・アンド・ライドでピストン輸

送し、国民スポーツ大会においては、宿泊して

いるホテルからの計画バスを運行いたします。

バスで乗合で来てもらうことで、自動車の渋滞

や駐車場の過不足がないようにという対応を考

、 。えていこうということで 検討中でございます

国民スポーツ大会のときの対○山口副委員長

策については分かりますが、駐車場の台数は施

設収容量から算出するというのがきれいな形で

はないだろうかと思います。

確かに、国民スポーツ大会のときが一番多い

という、そこを目指してというのは分かります

、 、が １万数千人が入る施設容量はあるけれども

駐車場はこれだけしか常には準備していませ

んって変だと思うんですよね。国民スポーツ大

会以外で満員になるような集客力のあるイベン

トがあったときでも、きちんと滞りなく運用で

きる体制を常に準備しておいたり、そういう仕

組みづくりをしておく必要性はあるのではない

だろうかと思いますが、今のところ、形づくっ

ていく予定はないのでしょうか。

副委員長がおっしゃった○財部施設調整課長

ことは、もちろんもっともな部分があると思い

ます。

県総合運動公園の駐車場台数は3,475台ござい

ます。県総合運動公園は広いので、陸上競技場

だけでなく、サンマリンスタジアムとか様々な

施設がある中で、施設中に散らばった駐車場を

合わせると3,475台となります 中央にある 入っ。 、

てすぐ左側の駐車場が1,122台、右側の駐車場

が442台です。

陸上競技場で試合をする場合というのは、先

ほど申し上げましたが、大体3,000人ぐらいの規

模の大会が多いということです。これは想像も
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入りますけれども、普段使いでは中央の駐車場

を使って開催可能なぐらいのキャパでやってい

るという事実がございます。

例えば、サンマリンスタジアムでソフトバン

クの試合をする場合は当然、周りに臨時駐車場

を設けまして、そこからパーク・アンド・ライ

、ドで運んだりというようなこともございますが

山之口の陸上競技場につきましても、大規模な

大会をやるときには、周りに臨時駐車場等を設

けて、そこから運ぶというようなことになるか

と思います。これは、道路の渋滞対策というこ

ともございます。

そういったこともあって、普段使いでは十分

な台数を確保したという考え方を基に、1,200台

というところにしたところでございます。

県総合運動公園との比較を聞○山口副委員長

いているのではなくて、新しくできる陸上競技

場をどう運用していくのかという観点で気にし

ています。競技場が出来上がった後、国民スポ

ーツ大会までに多少の時間がありますよね。そ

このあたりの対策は打たれていくのであろうと

は思いますが、運用を始める前に、臨時駐車場

となり得るところはどういうところがあるのか

とか、ピストンでやるにせよ、本当に運用がで

きるのかとか、当然、施設を管理運用する段階

から考えておくべきことであろうと思います。

大規模イベントが決まってから考えましょうと

いうことでなく、指定管理者になるのか分かり

、 、 、ませんが 計画の中というか 維持管理の中で

運用の中で見込んでおくということはぜひやっ

、 。ていただきますよう お願いしたいと思います

庭球場についてお伺いします。○坂本委員

、 、ここは 以前ハードコート化するに当たって

様々な議論がありました。その後、日本テニス

協会の方たちも何度も本県に足を運ばれて、要

望を出されたりとか、そういういきさつがあっ

たかと思います。その上で、国民スポーツ大会

後の活用も考慮して設計されると認識している

のですが、特にテニスコート、観客席、管理棟

について、国民スポーツ大会後の活用も踏まえ

た設計になると理解してよろしいでしょうか。

庭球場に関しましては、○財部施設調整課長

既存の24面あるコートをハードコートに改修す

るということでございまして、国民スポーツ大

会会場として整備するものでございますが、委

員がおっしゃったように、国民スポーツ大会後

の活用もにらんで改修するものでございます。

設計段階ということですので、こ○坂本委員

れからと理解しておりますが、ハードコート化

を決定するときに、特にソフトテニス団体の方

、 、たちからいろんな意見が出されて 県としては

木花の庭球場についてはハードコート化して、

それ以外の市町で管理しているテニスコートを

そのまま、軟式テニスの方たちの要望も聞きな

がら整備をしていくという、そういう方向だっ

たと思います。県で管理していない、市町の庭

。球場の整備はどの程度進んでいるのでしょうか

県内に公設のテニスコー○財部施設調整課長

トやオムニコートが、市町村の部分も含めて215

面ございます。

基本的には、市町村のコートは市町村におい

て整備されていくものでございますが、国民ス

ポーツ大会の会場になる生目の杜運動公園と都

城市の運動公園等に関しましては、補助金等も

ございますので、相談に乗りながらやっていき

たいと思っております。

ということは、名前が出ました生○坂本委員

目の杜運動公園と都城市の庭球場については、

県も市と連携を取りながら整備を進めていると

いうことでよろしいでしょうか。
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生目の杜運動公園につい○財部施設調整課長

ては、補助金を出して、我々も相談に乗って一

緒にやる予定にしております。

都城市の運動公園については、もう既に整備

が進んでおりまして、こちらについては、都城

市が独自にやるというようなことを聞いており

ます。

我々も議会のほうで、国民スポー○丸山委員

ツ大会を誘致するべきだという議決もしていま

すが 当初の予算と比べてどれくらい膨れ上がっ、

たのでしょうか。物価高騰とかも含めて、大分

。上がってきているんじゃないかと思っています

細かく言うと概算で出せないかもしれませんけ

れども、主要施設以外に仮設でするものとかを

含めて、800億円だったのが1,000億円になって

いますとかというぐらいで、分かれば教えてい

ただきたいと思います。

委員が言わ○長倉宮崎国スポ・障スポ局次長

れたとおり、令和元年11月に、大体これぐらい

かかるんじゃないかという見積りを出しており

。 。ます そのときが上限で688億円でございました

そして、今年の３月に積算した最新の数字で

は668億円となっており、当初想定していた金額

内には収まっております。

、 、 、 、ただ 委員が言われたように 物価 人件費

燃料、様々な高騰については、全てはカウント

しておりません。

現在、それぞれの業者と協議や意見交換をし

ながら、どれぐらい上がるのか精査していると

ころでございます。できれば今年度中には、最

新の数字をはじき出したいなと考えているとこ

ろでございます。

恐らく当初よりも増える方向にな○丸山委員

るんじゃないかなと見ているんですが、投資は

しなくちゃいけないと思っています。その後の

維持管理、コストを含めて、どういうふうに利

用していくのか考えなくてはいけません。

、 、さらに 人口がどんどん減っていきますので

例えば、プールや陸上競技場がどの程度利用さ

、 。れるのか 確実に減る方向になってしまいます

それを避けるために、交流人口を増やして、い

かにそこで稼ぐ力に持っていくのかということ

も含めて考えていかないと かなりの負担になっ、

ていきます。一部補助金があったりしますが、

かなりの負担になってきていて、本県３回目の

国民スポーツ大会も考えるべきじゃないかとい

う話も出ているぐらいですので、そのあたりを

しっかり精査していただいて、早めに我々議会

にも教えていただくようにお願いしたいと思っ

ております。

269号線を通っていますと、山之口○岩切委員

町は特異的に売地という看板がたくさん出てい

ます。ほかのエリアとは全く、雲泥の差がある

ほど、山之口町は土地を売りたいという看板が

出ているんです。それは恐らく体育館もプール

も元々あった場所、または同じような目的で利

用されていた場所なんですが、山之口町だけは

特異的に相当大きな施設の改修が行われている

から、そこを利用される方々がこの土地を求め

られるんじゃないかということで、売りたいと

いう話になっていると思うんですね。

元値が非常に安いので驚くほどではないです

が、インターネット上では25％ほど、この地区

の土地が値上がりしているという記事もありま

す。これは皆さんの所管ではないとは思います

けれども、県庁内で共有をいただいて、適切な

管理をしていただくようお願いいたします。

駐車場などの問題や、この施設ができること

によっての附属施設、恐らく合宿を招致したい

ということであれば合宿施設など、いずれ話題
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になるだろうと思いますので、そのあたりはで

きるだけ速やかに検討を始めていただいたり、

土地の値上がりが懸念されるならば、何らかの

形で一定量の確保をするなどの検討をしたらい

かがかなと思います。担当部局ではないかもし

れませんが、何かコメントがあればお聞かせい

ただきたいと思います。

陸上競技場○長倉宮崎国スポ・障スポ局次長

の駐車場の話もございました。市の施設もあり

ますので、もともと市の都市公園の区域内に県

がということで、一緒にジョイントしてやって

いるということもあります。

市もそういう組織をつくってやっております

ので、地元の都城市と綿密に連携しながら、駐

車場問題をはじめ、いろいろな課題に取り組ん

でいきたいと考えております。

若干補足にな○山下宮崎国スポ・障スポ局長

りますけれども、先ほどからいろいろ、各県で

整備している施設につきまして、お尋ねいただ

きましてありがとうございます。

我々、宮崎国スポ・障スポ局は、国スポ・障

、スポのためにできた組織でございますけれども

もともと、本県で国スポ・障スポの施設整備を

していくということに当たりましては、やはり

国民スポーツ大会後のスポーツランドのさらな

る発展も含めた視点で、施設整備などにも取り

組んできております。

既に商工観光労働部と、こういった施設に向

けてのいろいろなスポーツイベントですとか、

合宿の誘致の組織との話合いの場を持っており

まして、既に大会の誘致や活用について検討し

始めておるところでございます。そういったと

ころも含めまして 私たちの責任の一端だと思っ、

ておりますので、また引き続き、皆様にも御支

援いただけますと幸いでございます。

競技力向上についてお伺いいたし○丸山委員

ます。

競技力向上に取り組んでいって、天皇杯を取

るための準備段階として、こういうことをやっ

ていて、来年こうやって、最終的にはこうなっ

ていきたい、昨年が二十何位まで上がりました

けれども、うまく上がっていきたい。

我々としては、令和９年に天皇杯を取るけれ

ども、できれば、その後もある程度維持してほ

しいと思っています。しかし、いつも落ちるん

。 、ですよね 前回の宮崎大会も落ちていますので

落ちないようにということも踏まえて何らかの

体制を今のうちから考えてほしいと思っていま

す。何かコメントがあればお願いします。

大きなカテゴリー○横山競技力向上推進課長

では少年種別と青年種別の２つの種別の中で競

技をしますが、ターゲットエイジの強化といた

しまして、少年種別では、今年度は小学校６年

生から中学校３年生が該当します。そこの生徒

約659名余りを競技団体で指定いただきまして、

その選手の意識づけという形で指定証の交付を

しております。

そういった選手が本県の国民スポーツ大会で

は中心選手になるんだと、宮崎県に残って競技

を続ける主力となるように、今年度から意識づ

けを本格的に始めたということがあります。

あと、先催県も自県での国民スポーツ大会の

ときには天皇杯もしくは天皇杯に近いところま

で獲得順位を上げるんですけれども、その後の

レガシーが少し弱いんじゃないかという質問

だったと思います。競技力向上推進課で無料職

業紹介所である「ひむかジョブサポートセンタ

ー」を運営しております。今年度から競技力向

上推進員という形で選手を獲得しておりますけ

れども、そういった選手に宮崎国スポ終了後も
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本県に残っていただき、いろいろな形で企業に

従事していただいて、部活動の指導をしていた

だいたり、本県の代表選手として残って活動し

てもらうような対策を講じております。

スポーツランドを全県下広げたい○丸山委員

という県の位置づけもありますが、人材がいな

いと多種目化にもならないと思います。それに

しっかりとつなげていくような形にしていただ

ければ、ありがたいと思っております。

ほかにございませんか。○川添委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、その他で何かござい○川添委員長

ませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって、宮崎○川添委員長

国スポ・障スポ局を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時25分休憩

午後２時28分再開

それでは、委員会を再開いたし○川添委員長

ます。

まず、採決についてでありますが、委員会日

程の最終日に行うことになっておりますので 20、

日木曜日に行いたいと思います。開会時刻は１

時ちょうどとしたいのですが、よろしいでしょ

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○川添委員長

します。その他で何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようでしたら、以上で○川添委員長

本日の委員会を終了いたします。

午後２時29分散会
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午後０時58分再開

出席委員（８人）

川 添 博委 員 長

山 口 俊 樹副 委 員 長

丸 山 裕次郎委 員

濵 砂 守委 員

後 藤 哲 朗委 員

坂 本 康 郎委 員

岩 切 達 哉委 員

黒 岩 保 雄委 員

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 春 田 拓 志

議事課主任主事 上 園 祐 也

それでは、委員会を再開いたし○川添委員長

ます。

まず、議案等の採決を行いますが、採決の前

に、賛否も含め御意見をお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後０時58分休憩

午後０時58分再開

それでは、委員会を再開いたし○川添委員長

ます。

一括採決とすることでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決いたし○川添委員長

ます。

議案第１号、議案第４号、議案第８号、議案

第14号及び報告第１号につきましては、原案の

とおり可決または承認することに御異議ござい

ませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議なしと認めます。○川添委員長

よって、議案第１号、議案第４号、議案第８

、 、号 議案第14号及び報告第１号につきましては

原案のとおり可決、承認すべきものと決定いた

しました。

続きまして、委員長報告骨子（案）について

であります。

委員長報告の項目及び内容について、御要望

等はございますか。

暫時休憩いたします。

午後０時59分休憩

午後０時59分再開

委員会を再開いたします。○川添委員長

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ございま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○川添委員長

す。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

総合政策及び行財政対策に関する調査につい

ては、継続審査といたしたいと思いますが、御

異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、この旨○川添委員長

議長に申し出ることといたします。

次に、10月22日火曜日から10月24日木曜日に

令和６年６月20日(木)
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予定されております県外調査につきまして、御

意見、御要望等を伺いたいと思います。

暫時休憩いたします。

午後１時０分休憩

午後１時６分再開

委員会を再開いたします。○川添委員長

それでは、県外調査につきましては、７月17

日の閉会中の委員会で、改めて御意見を伺いま

す。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○川添委員長

す。

次に、７月17日水曜日に予定しております閉

会中の委員会につきまして、御意見を伺いたい

と思います。

暫時休憩いたします。

午後１時６分休憩

午後１時７分再開

それでは、委員会を再開いたし○川添委員長

ます。

７月17日の閉会中の委員会につきましては、

正副委員長に御一任いただくことで御異議ござ

いませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○川添委員長

す。

最後に、その他で何かありませんか。よろし

いですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で委員会を閉会○川添委員長

いたします。

午後１時７分閉会



署 名

総務政策常任委員会委員長 川 添 博




